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 令和６年第１回足寄町議会定例会議事録（第２号） 

令和６年３月１３日（水曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君  １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君  １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足寄町農業委員会会長              𠮷 村   進 君 

足寄町代表監査委員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   保 多 紀 江 君 

福  祉  課  長   森 岡 彰 寿 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   佐々木 康 仁 君 

建  設  課  長   松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   加 藤 勝 廣 君 

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農業委員会事務局長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   飯 野 真 有 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  報告第４号       総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  報告第５号       文教厚生常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ３＞ 

 日程第 ３  議案第１０号       第４期足寄町障がい者福祉計画・第７期足寄町障がい福祉計 

画・第３期足寄町障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年 

度）について＜Ｐ３～Ｐ４＞ 

 日程第 ４  一般質問＜Ｐ４～Ｐ４６＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の出席でありま

す。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） ３

月８日に開催されました、第１回定例会に伴

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。 

 本日３月１３日は、初めに、総務産業常任

委員会、文教厚生常任委員会から所管事務調

査の報告を行います。 

 次に、文教厚生常任委員会に付託し、休会

中の審査となっておりました議案第１０号に

ついて、審査報告を受け、審議を行います。 

 次に、一般質問を行います。 

 以上で、報告を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 報告第４号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 報告第４

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

いての件を議題とします。 

 別紙配付のとおりです。 

 ただいまの報告に対して、質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで報告を終わります。 

 

◎ 報告第５号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 報告第５

号文教厚生常任委員会所管事務調査報告につ

いての件を議題とします。 

 別紙配付のとおりです。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで報告を終わります。 

 

◎ 議案第１０号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 議案第１

０号第４期足寄町障がい者福祉計画・第７期

足寄町障がい福祉計画・第３期足寄町障がい

児福祉計画（令和６年度～令和８年度）につ

いての件を議題とします。 

 本件における文教厚生常任委員会委員長の

報告は別紙配付のとおりです。 

 本件における委員長の報告は、原案可決で

す。 

 これにて委員長の報告を終わります。 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０号第４期足寄町障が

い者福祉計画・第７期足寄町障がい福祉計

画・第３期足寄町障がい児福祉計画（令和６

年度～令和８年度）についての件を採決しま

す。 

 本件に対する委員長の報告は原案可決で

す。 



― 4 ― 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１０号第４期足寄町障

がい者福祉計画・第７期足寄町障がい福祉計

画・第３期足寄町障がい児福祉計画（令和６

年度～令和８年度）についての件は、原案の

とおり可決されました。 

 

◎ 一般質問 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第４ 一般質問

を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ４番矢野利惠子君。 

（４番矢野利惠子君 登壇） 

○４番（矢野利惠子君） 通告に従いまして

一般質問を行います。 

 足寄町の景観を良くすることについて。 

 足寄のまちを見渡せる富士見台に、壁が壊

され鉄骨のむき出しになっている旧富士ドラ

イブインの廃墟が建っています。建物は町外

の業者が所有し、土地は本別町の町有地だと

聞いています。本別町にも所有者にも影響は

ありませんが、その下の足寄町にとっては非

常に印象が良くない状況となっています。町

民からも何とかならないかの声が多く寄せら

れています。所有者には建物撤去の費用を捻

出できない事情があるということです。 

 足寄町を含め関係者が話合いを持って、こ

の廃墟問題を解決すべきではないかお聞きい

たします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 矢野議員の「足寄町

の景観を良くすることについて」の一般質問

にお答えいたします。 

 旧ドライブインの建物につきましては、本

別町の行政区域に所在し、本別町からは、既

に清算が完了した法人の所有物であることか

ら、現時点では所有者が存在しない状況にあ

ると伺っております。 

 行政区域が本別町であることから、本町に

は解体等を求める法的な権限がありません

が、芽登方面から足寄市街地へ向かう際に国

道を通行する方の目に入り、景観上好ましく

ないことから、本別町に対して、これまでも

継続的に対応を依頼してきております。 

 建物の解体撤去には多額の費用を要するこ

とから、直ちに解決することは難しいと思わ

れますが、今後も本別町に対して要請を続け

てまいりますので、御理解賜りますようお願

い申し上げ、矢野議員の一般質問に対する答

弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） その答えではみん

な納得しないなと。これからも本別町にただ

働きかけていくだけ。だけど本別町がなぜそ

んなことをしなければいけないのだと。本別

町だって何の利益もないですもの、そんなこ

とをしても。撤去してもらって、いいなと思

える状況になるのは足寄町だけですからね。

本別町が何の利益もないことに、そんな莫大

なお金を出すわけがない。 

 それを考えたら、足寄町が中心となって物

事を進めていかなければ、例えば過疎債を

使ってでも、町が出すお金を少なくして国の

補助金を使うという形のやり方を考えていっ

て、あそこのところを撤去する。 

 あの持ち物は登記されていて、固定資産税

払わなくてもいいようにということで壁を壊

したということですけれども、あそこは本当

に株式会社の富士ドライブインという名義で

きちんとなっていると聞きました、登記上

は。その団体はもう清算して、ないので、そ

の所有者は一生懸命何とかあんなふうにしな

いようにと思って、本別町に何度も足を運ん

で、足寄と本別の間に砂利を置いている業者

さんがいるのですけれども、その業者さんが

そのドライブインを何十万円かの本当に価値

のない価格で買う予定だった。ところが本別

町でそれを許さなかったそうなのですよね。

その経緯については詳しいことは分からない

ですけれども、多分税金をきちんと払ってな
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かったのではないかというふうに、その所有

者さんは言っていました。自分は何度もそう

やっていって、自分のところではできないか

ら違う業者さんにそれを任せようと思って努

力したと。それを本別町が止めていたのだか

ら、そこを考えたらいつまでたってもこんな

状況にして、本別町に要請を続けてまいりま

すでは駄目なのではないかなと思います。 

 これから本当に積極的に足寄町から本別町

と話し合う、どちらがお金を負担するか。国

の予算使うことできないのか。そういう詳し

い話をしていってもらいたいと思いますけれ

ども、それについてお聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 細かい経緯というの

は詳しくはちょっと分かりませんけれども、

現状として先ほども申し上げましたように、

所有していた法人がもう清算がされて法人自

体がもうないということで、所有物として今

なっていますけれども、その所有されていた

方に解体を求めるということはもうできない

というような状況であります。 

 現在、先ほども言いましたように、行政区

域は本別町の区域ということでありますの

で、足寄町としては権限がありませんので、

本別町に求めるしかないのかなというふうに

思っております。 

 そういった形で、今後も足寄町がお金を出

してそこを解体するだとかということには

やっぱりなりませんので、本別町に対して解

体を求めると。なるべく景観上良くない、そ

ういった建物となっているので、撤去につい

て求めていくというような形になるのかなと

いうように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） それで、本別町に

求めていくということなので、具体的にいつ

そういう行動をしてもらえるのか、お聞きし

たいと思います。 

 そして、本別町の町長というのは足寄町出

身者であり、本別町の町長の兄弟、親戚の方

も足寄町に住んでいる。そういうことを考え

たら、いろいろ理解して取り計らってくれる

こともあるかもしれない。だから具体的にい

つどのように交渉をしていかれるのか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 本別町の町長も足寄

町出身ということでありますけれども、その

ことと今回のこととは全然関係がありません

ので、足寄町の出身者だから何とかしてくれ

るのではないかというようなことにはならな

いだろうというように思っています。 

 当然本別町が解体をするとなると、本別町

の財政でやっぱりやらなければならないとい

うことになりますので、本別町としてもその

中の財政上の運営だとかそういったものを考

えながらやらなければならないということに

なりますから、建物も大きいですし、解体す

るとなるとかなり大きな金額もかかるだろう

なというように想像するところでありますけ

れども、そういうことでいくとなかなか簡単

に、では分かりましたということで、今まで

もずっと、これまでも話はずっとしています

ので、そういったことで、簡単に分かりまし

たということにはならないのだろうというふ

うに思っています。 

 今後どうしていくのかという部分について

は、今いついつ本別町長に行って話をしてく

るということはちょっと言えませんけれど

も、先ほども言いましたけれども、これまで

も継続してお話はしてきてますので、今後に

ついても引き続き要請をしていくということ

になるのかなというように思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 廃墟問題はもう１

０年以上前から、十二、三年ぐらい前からあ

そこはもうたしか廃墟になっていたはずだか

ら、それからこんなにたっているのに話が全

く進んでいかない。一体どんな話合いをして

いるのかなと思うわけですけれども、今まで

の話ではただ要請する、ただ要請するではな
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くて本当に特別な予算をかけて、本別町に足

寄町もこれだけ出しますという形で持って

いってやっていくしかないのかなと考えるわ

けですけれども、ただ相手に任せていただけ

では本当にもう十何年かそのままなのですか

ら、これからも十何年かそのままになってい

くということですから、そこはもうやり方を

変えて、足寄町でもお金を特別に予算を取っ

て出すようにしますというふうに持っていか

なければならないのかなと。今までと同じや

り方ではなくて、本当にここは考えなければ

いけないのかと思いますけれども、今までと

同じやり方でなくて本気であそこを片づける

という気でやってくれるのかどうか、聞きた

いと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 廃屋の問題というの

は非常に時間のかかる問題で、あそこだけに

限らずまちの中にある廃屋についてもなかな

か簡単に撤去してくださいといっても撤去し

てくれないというような、今までもある話で

ありまして、時間のかかることだというよう

に思っています。それだけ解決するには非常

に難しい、所有者が分かっていてもなかなか

撤去はしてもらえないという状況だというよ

うに思っています。そういうことが今までも

ずっと長くあるという、まちの中でもそうい

うことがあるということであります。 

 今回のように所有者がもう既にいらっしゃ

らないというような状況の中でありますか

ら、例えば本別町が解体をするとなれば本別

町の財政の中でやらなければならないという

ことになるというように思います。そういう

ことで、先ほどもいろいろお話ありますけれ

ども、足寄町からもお金を出してだとかとい

うようなお話もありましたけれども、足寄町

からお金を出すだとかというような話にはや

はりならないというように思っておりますの

で、足寄町で単費で足寄町の財政を使って、

解体にお金をかけていくだとかというような

ことにはならないのかなというように思って

います。先ほどからずっと申し上げておりま

すけれども、あくまでもあれは本別町内の建

物であって、本別町がやらなければならない

ものであって、足寄町についてはそういった

権限がないものでありますので、足寄町が足

寄町の財産を使ってということにはならない

と考えております。 

 そういうことで、今後も本別町に対してそ

の解決について引き続き話を進めていくとい

うことしか、今の段階ではお答えできないの

かなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） そうしたら、最後

に本別町とそれについて話をしたのはいつで

すか。そして、これから話を持っていくのは

いつと予定していますか。具体的にそれを示

してもらわないと、ただ言っている、言って

いるでは、いつまでたっても解決しない。そ

こをちょっと聞きたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 毎年いろいろと町

長、副町長会う機会がありますので、そう

いったところで話ができるときに話をしてい

るというような状況でありまして、いついつ

やった、いついつ話をしたというのはちょっ

とはっきり今分かりません。 

 それから、これからどうするのだといった

部分も先ほども申し上げましたけれども、相

手もあることですから、いついつ話に行って

話をしてきますだとかということは今ちょっ

と言えないのかなということで、今後機会の

ある、そういったところでお話をさせていた

だくということになるのかなというように

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） これから機会のあ

るときに話をしていくという、そういう答え

しかないというなら、もうこれで質問を終わ

るしかないですよね。 

 もし私だったら積極的に行って、何とかし

てくれというふうに言うこともありますけれ
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ども、話し合う機会があったらそのときに

言っていく、それしかないという答えをする

なら、もうこれ以上何を言っても無駄なの

で、それはそれで本当に今後話合いを持って

ぜひあそこを片づけてくれるようにお願いい

たします。 

 次に、町営温泉浴場「銀河の湯あしょろ」

の管理運営について。 

 町営温泉は評判が良く、毎日のように使っ

ているという人もいる一方で、次のような要

望がある。 

 １、午後８時で営業終了というのは、仕事

の後で入浴する人にとって利用しづらいで

す。始まる時刻を遅くし、終わる時刻を夜の

１０時か１１時までずらすというように、余

計な費用がかからないように工夫して、夜遅

い仕事に就いている人が入れる日を設定する

ことはできないでしょうか。 

 ２、温泉の湯の温度が日によって高すぎた

り低すぎたりします。また、駐車場の車止め

が低すぎて、車輪が乗り越えてしまい危険で

あるなど、利用者が使い勝手が悪く困ってい

ることに迅速に対処すべきではないか、お聞

きいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 矢野議員の「町営温

泉浴場「銀河の湯あしょろ」の管理運営につ

いて」の一般質問にお答えいたします。 

 １点目の「営業時間の変更」についてです

が、足寄町営温泉浴場「銀河の湯あしょろ」

は、令和５年４月１日から３年間の指定管理

者として株式会社オカモトに管理運営をお願

いしております。 

 現在の利用時間は、足寄町営温泉浴場設置

及び管理に関する条例施行規則において「午

後１時から午後８時」と規定しております

が、町長が必要と認めるときは利用時間を変

更することができること、指定管理者が利用

時間を変更する場合は町長へ申請することも

定めております。 

 まず、開館日における管理運営の簡単な流

れについてですが、午前９時に出勤して浴槽

の清掃、湯張りを行って、午後１時に営業を

開始し、午後８時の営業終了後、浴槽の清掃

を行い、午後９時頃に退勤とのスケジュール

になっております。営業時間を延長する場合

は、新たな人員の確保や現在働いているス

タッフの勤務条件を変更する必要があるこ

と、退館時間が深夜時間となった場合の人件

費の増など、多くの影響が出てくることとな

ります。 

 また、午後１時の開館と同時に入館するこ

とを楽しみにしてくださる利用者も多いこと

から、営業時間の変更につきましては、利用

状況を検証し、現在の利用者への影響を考慮

した上で検討することが必要と考えており、

指定管理者とも綿密な協議・調整が必要とな

りますので、現段階での変更は難しいものと

考えておりますので、御理解賜りますようお

願い申し上げます。 

 次に、２点目の「温泉の温度調整及び駐車

場の車止め」についてお答えします。 

 供用開始当初は、施設完成から４月の運用

開始まで準備期間が短かったこともあり、温

泉の温度の調整管理が不十分なことがありま

した。また、本年１月には温泉くみ上げポン

プの不具合による揚湯量の低下などがありま

したが、現在は湯量も安定し、温度も約４２

度に設定しております。 

 駐車場の車止めにつきましては、冬期間の

除雪を考慮して仮止めとしていましたが、使

用している間に車止めが移動したため、現在

は三角コーンや駐車時の注意喚起を図るパネ

ルを設置するなど、危険防止の措置を取って

おります。今後は雪解けを待って車止めを固

定する予定となっております。 

 「銀河の湯あしょろ」の管理運営につきま

しては、利用者が安心・安全に利用できるよ

う、今後も指定管理者との連携を図ってまい

りますので、御理解賜りますようお願い申し

上げ、矢野議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 営業の時間につい
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ては、すぐにはできないということで、私は

時間ずらして経済的に無理のないようにやっ

たらいいのではないかなと考えたのですけれ

ども、やはり１時から入るのを楽しみにして

いる人もいると。それを考えたら、昔足寄温

泉が郊南にあったけれども、それは夜の１１

時までやっていた。そこまでやらなくても、

午後の１時から１０時まで、せめてこれぐら

いやってほしい。そうすると、夜遅い時間の

仕事の人も入ることができる。 

 下居辺でしたか、そこにもしほろ温泉があ

るけれども、そこは個人がやっている旅館と

併設されているから朝の１１時から夜の１１

時までやっていると。そこまでやらなくて

も、ここ将来的に足寄の銀河の湯を午後の１

時から午後の１０時までやってもらうという

ように検討してもらえないだろうか、お聞き

します。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 余計な費用がかから

ないように工夫してということで、経費の部

分についても配慮しながらの質問ということ

で、大変ありがとうございます。 

 ただ、今までもこれまでも議会の中でもい

ろいろ議論しながら、この時間を決めてきた

というところであります。やはりもっと朝早

くからだとか、夜ももっと遅くまでだとかと

いうことで、時間としては利用される方につ

いては長いにこしたことはないのかなという

ように思いますけれども、やはり費用の面、

経費がどれだけかかるのかというのはやっぱ

り大きな問題であって、温泉を運営してい

く、長く継続的に運営していくためにはあま

り大きな経費をかけないでやれればそれだけ

長くできるのではないかなというように考え

ているところであります。 

 そういったところで、矢野議員さんからも

余計な費用をかけないでという、そういった

ことも言われているのかなと思いますけれど

も、先ほども言いましたように、議会の中で

もいろいろ議論した中での決めてきた時間と

いうことでありますので、これをすぐにいろ

いろな人たちのいろいろな御意見もございま

すけれども、変えていくということにはなっ

ていかないのかなというふうに思っていま

す。 

 開業してからやっと今月いっぱいで丸１年

がたつというような状況ですので、経費の部

分についても１年間たってどのぐらいの経費

がかかってきているのか、そういったものも

含めて、今後も、これ１年間ですので、１年

２年３年とやっぱり少し状況を見ながら、経

費もどの程度かかるのか、そして例えば時間

を長くするだとかということになると、どの

ぐらい経費がかかるのかだとか、そういった

ことも一定程度もうちょっとやっていけば見

えてくる部分もあるかなというように思って

いますし、また利用される方たちの要望とい

うのも、今後いろいろといろいろな形でもっ

と長くしてほしいだとか、この時間帯で少し

開けてもだとかいろいろなことがあるのかも

しれません。そういうようないろいろな意見

も聞きながら、今後時間についてどうするの

かというのをまた決めていく、そういう場が

出てくるのかなというように思っています。 

 ただ、現時点では、先ほども言いましたよ

うに、議会の皆さん方にもいろいろと議論い

ただきながら決めてきた時間でありますか

ら、まだ１年も経過してない、そういった中

で、変更ということにはやっぱりならないと

いうように考えています。 

 いろいろな利用されている方たちの意見も

いろいろと聞きながらということになるのか

なと考えておりますので、御理解いただけれ

ばというように思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 取りあえず１時か

ら１０時までということは、これから検討し

ていただけるということなのですね。そこを

ちょっとお聞きしたいです。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 検討するということ

ではなくて、今後いろいろと意見聞きなが
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ら、意見もあるというように思いますので、

今後のどうなっていくのかといった部分、そ

の経過を見ながらということになるのかな

と。今すぐ、では１０時にしましょうかとい

う検討をするということではないということ

であります。 

 今後、全く町民の方たちがやっぱり入る時

間はもっと遅いほうがいいよねという声が多

くてというようなことだとか、やはりその時

間じゃないと入れない人たちもいるよねとか

というようなことだとかが多くあるようであ

れば、一人二人の方たちだとするとちょっと

そう簡単に経費の、先ほど来言いましたけれ

ども、経費の部分などもありますので簡単に

は、どうしても時間が遅くなればなるほど入

る人は少なくなるということなども考慮する

と、費用対効果ということになるかどうか分

かりませんけれども、そういったことなども

考慮しながらということになるのかなと考え

ています。 

 今すぐということにはなりませんけれど

も、今後の経過見ながら、そういうことが必

要になればそういう時間も変更することは全

く駄目というか、できないよということでは

ないのかなと考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） それでは、次の２

番目の利用者が困っていることについて、迅

速に対応してほしいという。 

 利用者が困っていることの一つに浴室の換

気が強すぎて、洗い場がとても寒い。私も昨

日行ってみましたけれども、本当に寒いので

すよね。あまりに温度の差がありすぎると

ヒートショックを起こすのではないかという

ふうなことも危惧されると。だから、そこを

ちょっと工夫して浴室の換気を人がいないと

きにやってもらうとか、そういうふうにし

て、洗い場がとても寒いとか、そういうふう

なことのないように、死んだ人が出たら終わ

りですからね。そこを気をつけてほしい。そ

れが一つと、あと、洗い場席取り禁止の貼り

紙があるにもかかわらず洗いおけが置いて

あって、シャワーを使えない。洗いおけを置

く特別な棚みたいなのをつくってもらえない

かというのがあって、それから入浴定期券、

１か月の定期券だけしかないけれども、３か

月、６か月のものがあれば便利だなというふ

うなのもあると。 

 そういうような住民の希望、１年間利用し

てみて住民がどういうことに不便さを感じて

いるか、そういうことを的確に判断してそれ

に迅速に対応することはできないか、お尋ね

します。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 換気については、今

年の換気扇がたしか非常にインバーターでし

たかね、そういうのをつけて温度調整しなが

ら換気扇が回る。常に一定調子で回っていく

のではなくて、調整しながら換気扇を回すと

いうような機械を今年の予算の中でつけると

いう予定をしております。 

 いろいろと寒いというようなお話だとか、

いろいろ聞いていて、何が原因なのかという

のはいろいろと分からない部分もあったので

すけれども、そういうことをすると大分違う

のかなというようなことが言われているとい

うことであります。 

 それから、席取り禁止というのですかね。

それぞれお風呂の道具を持っていく人たちが

置くところがなくてとかということで、そこ

に置いてだとかということで席がなくなるだ

とかということなのかなと思うのですけれど

も、これについてもたしか対応していただい

て、置く場所をつくっていると聞いていま

す。 

 それから、定期券などについてはまだ具体

的な話として上がってきてはいないかなと

思っていますけれども、そういうような声が

大きいということであれば、またそのことに

ついても、いろいろと検討しながらというこ

とになりますけれども、簡単にできない部分

もあるのでということになるのかなと思って

います。 
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 やっぱり利用されている方たちの意見とい

うのはいろいろありますけれども、すぐに解

決のできるもの、それから解決のできないも

のというのはやっぱりあって、施設を少し直

さなければならないだとかというのは簡単に

できませんし、予算も取って、議会の議決を

いただきながら予算取って直すだとかという

ことも必要になる。それはもうすぐにはなか

なかできないということになりますし、また

ちょっとした工夫の中でできるようなこと、

そういったものについては、なるべくそうい

う意見があればそういうものを酌み取りなが

らやっていくということでできるのではない

かなと考えています。 

 今までも指定管理をお願いしているオカモ

トさんの方からいろいろな毎月毎月報告が上

がってきて、こういうような要望がありまし

たよだとか、そういうのが上がってきていま

すので、それに対して対応できるものについ

てはなるべく早い段階で対応できるようにと

いうように考えていきたいと思っています

し、オカモトさんも対応できるものについて

はすぐ対応しますよというようなことで言っ

ていただいていますので、全てにわたってで

きることとやっぱりできないことがあります

ので、物、条件によってでありますけれど

も、できるものについてはなるべく早い段階

で対応していくということはこれからも引き

続きやっていきたいなと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） あと、住民の希望

としては近隣の町村、一番近いところ上士幌

のふれあいプラザ、ここは第１と第３月曜日

が休み。だから足寄は上士幌が休みの第１と

第３月曜日をやって、第２と第４だけ休むと

いうふうにしてもらえないだろうか。そうし

たら毎日行くことができるからという要望も

あるのですよね。けれどもそうすると、休み

の日が少なくなって、また人件費が多くかか

りすぎて困るというようなことも出てくるか

と思いますけれども、町民の健康を守るため

にはちょっとぐらい料金を多く足寄町で出し

ていいのかなと私は考えます。つまり学習塾

には３,７００万円のお金を出している。化石

博物館には４,４００万円のお金を年間出して

いる。そういうことを考えたら、町民の健康

を守る温泉については、もうちょっと予算を

出してもいいのかなと考えるので、休みを

ちょっと少なくして、隣の上士幌町と合わせ

る、要するに上士幌が休みのときに足寄をや

る。足寄が休みのときは上士幌がやっている

というように協力していったらいいのかなと

考えますが、そういうことに対してちょっと

予算を上げるというようなことは考えられな

いのかをお聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） やはり施設もほぼ毎

週月曜日だけ休みということで営業しており

ます。そこで働いている人たちのことも考え

ると、やっぱり１週間に一遍くらいの休みと

いうのが必要なのではないかなというように

考えています。そういったことで、あとはシ

フトを組んで交代でやっていただいているよ

うな形になってますけれども、やはりみんな

が休む日だとかというのも必要なのかなと。

第１と第３が上士幌のほうでやっているので

というようなお話でありますけれども、現状

では足寄町としては毎週月曜日が休みですよ

ということで、そこは定着をさせてきて今ま

で約１年間続けてきています。そのことにつ

いては今後も、また費用の話ばかりしてし

まったらあれですけれども、そういうことも

ありますので、当面毎週月曜日が休みという

のは変わりはないのかなと。今お話あったよ

うに、そういうほかの町とのことで休みを変

えるだとかということにはならないかなと考

えています。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 温泉はやはり町民

の健康増進にとても大切なものだと考えるの

で、もうちょっと人員を増やして予算をつけ

て温泉を毎日入れるような状況に持っていっ
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てもらえたらありがたいなと思います。 

 取りあえず上士幌ともちょっと話合いを

持って、上士幌は第１と第３月曜日だけを休

んでいるというのだから、やはりそれに合わ

せて、その休みの日は足寄はやる、そっちが

やっている日は足寄休むよというふうに、近

隣の温泉施設を抱える自治体と話合いを持っ

てもいいのではないかなと考えますが、その

話合いを持つということについてはどうです

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 上士幌まで行きます

と、車でも３０分ぐらいかかるような時間が

かかるというようなことでありますから、な

かなか３０分の時間をかけて上士幌と足寄と

ということには多分ならないのではないかな

という、そういう人も中にはいるかもしれま

せん。毎日毎日お風呂に通っているといった

ことでいくと、やっぱりなるべく近いところ

のお風呂ということになりますし、たまに温

泉に入りたいなと思うと士幌の温泉だとか十

勝川の温泉だとか行くことはありますけれど

も、毎週のように、２週間に一遍になります

けれども、じゃ上士幌に行ってだとかという

人はやっぱりごく少数なのではないかなと考

えています。そういう方の声を聞かれている

のかもしれませんけれども、そういう方も

やっぱり少ないのではないかなというように

考えておりまして、上士幌と足寄と連携して

交代で休みましょうねだとかというようなお

話というのは、なかなか現実的ではないかな

というように考えています。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 取りあえず、今後

利用者の人たちの声を聞いて、なるべく本当

に使い勝手がよいように温泉をつくっていっ

てもらいたいと思います。 

 では、以上で終わります。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、４番矢野

利惠子君の一般質問を終わります。 

 ちょっと早いですけれども、１１時まで休

憩といたします。 

午前１０時４４分 休憩 

午前１１時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。 

 次に、９番川上修一君。 

（９番川上修一君 登壇） 

○９番（川上修一君） 議長のお許しを頂き

ましたので、通告書に従って一般質問を行い

ます。 

 件名、人口減少対策について。 

 国立社会保障・人口問題研究所が昨年暮れ

に発表した２０５０年の将来推計人口では、

北海道の少子化が全国を上回るペースで進む

実態が明らかになりました。 

 地域の将来を支える０～１４歳の人口が２

０２０年の半数未満となる道内の自治体は７

割超の１２９に上り、足寄町はこの中に含ま

れていないもののやはり少子化が進んでいま

す。 

 これを踏まえて、以下の点について質問し

ます。 

 １、過去３年間の出生者数と転出入者数。 

 ２、子育て支援事業の効果と今後の対応。 

 ３、過去３年間の移住・定住対策の実績

（人数と職業）と今後の対応について。 

 ４、女性の流出を止める施策について。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 川上議員の「人口減

少対策について」の一般質問にお答えいたし

ます。 

 １点目の過去３年間の出生者数、転出入者

数についてですが、出生者数は、令和２年度

が２８人、令和３年度及び令和４年度が３５

人となっており、転入者数は、令和２年度２

３９人、令和３年度２３８人、令和４年度１

８４人、転出者数は、令和２年度２８４人、

令和３年度２９２人、令和４年度２７２人と

なっております。 

 ２点目の「子育て支援事業の効果と今後の

対応」についてですが、本町では様々な子育
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て支援施策を実施しており、具体的には子育

て応援出産祝金贈呈事業や保育料完全無償化

事業、学校給食費無償化事業などを行うとと

もに、医療費支援事業として昨年１０月分か

ら、年齢１８歳に到達した年度末までの、実

質的には高校３年生までの医療費を無償化

し、経済的負担の軽減を図っています。 

 さらに、本町で生まれ育った子供たちが地

元にある足寄高等学校に心配なく進学し、

行ってよかったと思えるような魅力あふれる

学校づくりのために公設民営塾の運営や町外

からの入学者受入れのための下宿運営、各種

研修等費用の支援など、高校を卒業するまで

の期間、幅広い内容で支援を行っています。 

 また、令和６年度からは、認定こども園ど

んぐりや学童保育所において、登園、降園の

管理のほか、保護者がスマートフォンを活用

し、園児や児童の欠席等について２４時間連

絡をすることができるシステムを本格稼働さ

せ、保護者の利便性向上を図ることとしてい

ます。 

 これらの施策により、具体的な効果がどれ

くらいあったかということを数値で表すこと

は困難でありますが、先般取りまとめまし

た、第７次総合計画策定に伴うまちづくりに

関するアンケート調査において、出産・子育

て環境の充実や支援の満足度の問いに対し、

「やや不満」及び「とても不満」と回答され

た方の割合は約９％と少ないことから、一定

の効果があるものと考えているところであり

ます。 

 今後も子育て安心基金を活用した保育料完

全無償化をはじめとした子育て支援を継続

し、子育て世代の経済的負担の軽減を図ると

ともに、子育てしやすい環境づくりに努めて

まいりたいと考えています。 

 ３点目の過去３年間の移住・定住対策の人

数・職業の実績と今後の対応についてお答え

いたします。 

 令和２年度から令和４年度の３年間で、移

住相談窓口が関わり移住されたことを把握し

ている方が１７人で、職業につきましては、

農林業関係の仕事を希望された方が６人と最

も多く、次いで地域おこし協力隊が４人、そ

の他はハンターやホテル業務などとなってお

ります。 

 また、移住相談窓口が関わらずに町が募集

していた地域おこし協力隊に直接応募・移住

された方が６人となっております。 

 今後の対応につきましては、引き続き、移

住を検討されている方へ情報を発信し、移住

体験住宅の活用などにより足寄町での生活を

体験していただくとともに、就職先や住まい

などの相談に応じることで、移住者の獲得に

努めてまいりたいと考えており、移住等サ

ポート業務を委託しております一般社団法人

びびっどコラボレーションとも連携を図って

まいります。 

 次に、４点目の女性の流出を止める施策に

ついてですが、足寄町に限らず地方から都市

部への女性の流出が人口減少の要因の一つと

して大きな課題となっており、国土交通省の

国土審議会に提出された資料によりますと、

地方から転出する最も多い理由として挙げら

れているのが「地方にはやりたい仕事がな

い、都市部には希望する就職先があるから」

となっております。地方は都市部と比べると

就職先が限られるため、転出を止めることは

難しいと思われますが、少しでも流出を減ら

し、人口減少の抑制を図っていかなければな

りません。そのためには、ある程度の人口減

少を前提としつつ、町民の皆様に住み続けた

いと思っていただける活力ある地域づくりを

進める必要があると考えております。 

 令和５年度におきましては、第７次総合計

画策定に向けて町長とのふれあい懇談会やま

ちづくりアンケートなどを実施し、たくさん

の御意見を頂きましたが、今後も様々な機会

を活用して女性の意見・要望を把握するとと

もに、仕事と子育てが両立できる環境づくり

を図るため、これまで取り組んできた子育て

支援施策を継続し、まちづくり活動支援補助

金による住民の地域活性化につながる活動支

援や、多様な雇用の場創出に向けた企業立地
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促進などに取り組んでまいります。 

 引き続き、持続可能な魅力あるまちづくり

を進め、人口減少抑制に取り組んでまいりま

すので、御理解賜りますようお願い申し上

げ、川上議員の一般質問に対する答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） それでは、まず質問

の１番目、出生者数に関してなのですけれど

も、お答えでは３年間で９８人かな。１年で

平均しますと３３人弱。それで実は人口減少

対策の関係については、４年前にも私質問さ

せていただいているのですけれども、そのと

きの住民課の資料によりますと、平成２８年

度は４９人生まれて、２９年が４９人、３０

年が３７人、３１年が４７人、令和２年度が

３５人で、平均すると４３人ということに

なっておりました。今のお答えを聞きます

と、たったこの４年の間に年平均で１０人近

くも減ってしまったのかなと。随分少子化が

進んだなと、ちょっとびっくりというかがっ

かりといいますか、しているのですけれど

も、令和２年にはコロナウイルスが発症しま

して大きく社会の情勢も変わった。またある

いはその後ウクライナの関係ですとかで物価

高騰ですとか、社会的にいろいろな情勢が大

きく変わったということもございます。そん

なこともあるのかなと私は想像するのですけ

れども、こんなに子供の数が減ると、単純に

考えて保育所ですとか学校ですとか、そう

いった存続ということも考えると、非常にこ

の後難しいことが起きてくるのかなと私は思

うのですけれども、そういったことを含め

て、少子化による影響ですとか、あとこれは

難しい質問になるのですけれども、なぜこん

なに急に足寄の子供さん減ってしまったかな

という要因、そんなことも含めてちょっと町

長の所見をお聞かせいただきたいと思うので

すけれども。雑駁で難しいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 少子化がどうして少

子化になってきたのかというようなお話でご

ざいますけれども、今川上議員がおっしゃら

れたような中身というのはすごくあるのかな

と思っています。とりわけ足寄町に限らず全

国的に子供の数がというか、出生者の数が

減ってきているというのは言われています。

たしか一昨年が全国で生まれた方が８０万人

ぐらい、去年が７８万何千人でしたかね。新

聞などで見ますと、そうやって減ってきてい

る。もともと予想していたよりもかなり減っ

てくる、急速に減ってきているというような

ことが言われています。それの一つの原因に

はやはりコロナだとかもあったのではないの

かなというふうに考えているところでありま

す。全国的な傾向としてそういうことであっ

て、足寄町も決してその部分でいくと、同じ

ような傾向というのはあるのかなというよう

に思っています。 

 それとあわせて、やはり子育て世代の若い

方たちが少しずつ減少してきているというこ

ともあるのではないかなというように思いま

す。やはり２０代から３０代、４０代だと

か、子育てをしている世代の方たちの数が足

寄町内から例えば転出されるということにな

ると、それだけ子供さんが生まれる確率も

やっぱり低くなってくるのかなということ

で、やはり子供さんの出生数が減ってきてい

るというのはそういう子育て世代と言われる

ような人たちの数が減ってきているのかなと

いうようにも思うところであります。 

 なかなかこれが原因だという一言ではなか

なか言い表せられませんけれども、いろいろ

な要因があって、減ってきているのかなとい

うように思っています。 

 影響というのは、やはり子供さんが減って

くると、例えば今まで３０人、４０人という

ぐらいに生まれていた子供たちが、転出・転

入だとかいろいろありますけれども、ほとん

ど足寄町にいる子供たちの数というのは変わ

らないわけですから、変わらないとすれば保

育所に上がる、それから小学校に上がる、中

学校に上がるという、その入学だとかしてい
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く上でもその人数というのはだんだんだんだ

ん減ってくると。今生まれてくる子供たちの

数が将来の人口に大きく関わってくるという

ことになるのかなというように思っていま

す。 

 先ほど川上議員おっしゃられたように、保

育所に行くよとなったときに子供の数が減れ

ば保育所をもっと小さくしてもいいのではな

いかだとか、学校に上がるときに子供たちが

減ってくれば、今まで２学級あったのが１学

級でいいんじゃないかだとか、だんだんそう

なってくると思いますね。そうすると、そこ

に関わっている保育士さんだとか、それから

学校の先生だとか、そういった方たちも当然

減ってくる。言ってみれば町内の人口もまた

さらに減ってくる。町内の人口も減ってくる

と、町内でいろいろと消費活動だとかされて

くる商業だとか、そういったところにも影響

が出てくるというようなことで、人口が減る

ことによってどうしてもそういう影響が今後

出てくるのかなというように考えているとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 全く町長のおっしゃ

られるとおりで、ただ町長もおっしゃいまし

たけれども、これは足寄町に限らず全国的な

大きな問題なのかなと思います。 

 それであまり先のこと考えて将来子供が減

るから人口も減って、何かと考えると気持ち

が暗くなってしまいますので、なかなか、で

はどうしてこの人口減少を止めるかというこ

とをこの後いろいろと質問させてもらうので

すけれども、何とかこの時代の流れは流れで

すけれども、少しでも人口の減少のブレーキ

をかける。あるいは答弁に頂いたように、住

んでいた方によかったと思われるまちづくり

を目指して、そういう気持ちを持って質問を

続けさせていただきます。 

 次に、転出入者、俗に言う社会減という関

係ですけれども、実は２月５日の新聞の記事

ですけれども、２０２３年ですけれども、十

勝管内の市町村の人口移動というのが載って

いたのですよ。これによりますと、答弁の数

字とはちょっと違うかもしれないけれども、

足寄町は転入と転出を引いた差が９７人減っ

てしまったよということであります。それま

ではちょっと自分が思うには、いろいろと足

寄町健闘していたようなイメージがありま

す。差引きしないと分からないですけれど

も、例えば令和２年度は２８４人転出して２

３９だから、引いたら４５かな、ですよね。

そんな１００人近い数字ではなかったなと思

うのですよ。ところが令和４年度のこれは転

入者数１８４人で、今まではそれまでは２３

０何ぼ、２３０何ぼといっていたのですけれ

ども、いきなり５０人ぐらい入ってくる人が

減って、けれども転出する人はそんなに変わ

らないということなのですよね。何かちょっ

と自分としては、今まで足寄は子育て支援

やって若い方が転出増になるのを防いでいた

のかなというイメージがあったものですか

ら、２３年増えたというのはちょっと残念に

感じているところであます。 

 それで、２３年、令和４年度の転出者の内

訳というのですか、例えばいろいろな年代あ

ると思うのですけれども、ざっくりくくっ

て、２０歳ぐらいでゼロから１９歳、そして

２０から３９、そして４０から５９、そして

あと６０歳以上は一括でいいのかなと思うの

ですけれども、そんな転出者の内訳と、それ

から各年代ごとに男性、女性のもし比率が分

かればお答えをいただきたいと思います。メ

モするのでゆっくり言ってくださいね。 

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民課長、答

弁。 

○住民課長（金澤眞澄君） 川上議員の御質

問にお答えします。 

 令和４年度の転出入者の数でございますけ

れども、まず転入からお答えします。（「転

出だけでいいです」と呼ぶ者あり） 

 転出だけでいいですか。申し訳ないです。

では転出お答えします。 

 ゼロ歳から２０歳までで男性と女性それぞ
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れ言います。男性が３０名、女性が２９名、

合計５９名です。２１歳から４０歳までが男

性が８４名、女性が５７名、合計で１４１

名。４１歳から６０歳ですが、男性が２８

名、女性が１４名、合計で４２名。６１歳か

ら８０歳ですが、男性が５名、女性が１１

名、合計１６名。８１歳から１００歳、男性

が５名、女性が８名。１００歳以上になるの

ですけれども、男性がゼロ名、女性が１名。

合計で２７２名になります。 

 男女の比率ですけれども、男性が５５.９

％、女性が４４.１％になります。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ここはちょっと自分

のイメージしたのと実績の数値が違うので、

ちょっと戸惑っている部分はあるのですけれ

ども、というのは、４年前２０２０年に足寄

町もまち・しごと何たらというのをやりまし

たよね。それにあわせて十勝の振興局もいろ

いろ人口の関係調べて、データを取っておる

のですけれども、古いデータなのですけれど

も、十勝の振興局は十勝においては２０歳か

ら２４歳の間の人口の減少率が高くて、特に

若い女性の転出が多いですよというデータが

出ていたのですよ。足寄もやっぱり女の人の

ほうが出ていくのが多いのかなと思ったので

すけれども、この報告を聞きますと、若い方

でも例えば２１から４０歳でも男性８４人に

対して女性は５７名と。足寄、女性の関係で

は頑張っているのかななどというイメージを

今このお答えでは持ったのですけれども、も

し今２０歳から２４歳の世代、一番就職して

転出する人数が多い世代において、足寄町の

男女の割合というのが手元に数字があるので

あれば、教えていただきたいのですけれど

も。２０から２４歳ですよ。２１から２５で

もいいですよ。 

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民課長、答

弁。 

○住民課長（金澤眞澄君） 川上議員の御質

問にお答えします。 

 データ的には足寄の戸籍台帳から算出した

ものはないですけれども、総務省が１月３０

日に住民基本台帳移動報告書に基づいて発表

した数字に基づいてお答えします。 

 ２０歳から２４歳までのデータになりま

す。総数で６１名、男性が３１名、女性が２

０名になります。申し訳ありません。女性が

３０名になります。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 大分緊張されている

のかなと思うのですけれども。 

 やっぱりこの２０から２４、一番例えば専

門学校を卒業されたとか就職をする、そうい

う機会に答弁書にもあったのですけれども、

なかなか地方にはやりたい仕事がないという

関係で、特に女性の方は転出されることが多

いみたいなのですね。だからどうしろと言っ

てもなかなかできないですけれども、今の１

に対する再質問は、足寄町における実態、こ

れをちょっと皆さんに分かっていただきたい

かなと。子供はこんなに減っているよと。そ

して社会減についても、今までは子育て支援

が功を奏して足寄町は随分健闘してきたので

すけれども、私が思うに他町村もやはり子育

て支援には力を入れてきております。そうな

ると若い世代が住むところというか仕事を考

えたときにはやっぱり十勝で言えば帯広、北

海道で言えば札幌、また仕事の関係で専門的

な会社となると東京というふうに選択されて

いくのかなと、そんなふうに感じているとこ

ろであります。 

 そういう状況があるということで、次の２

番目の子育て支援の関係で再質問をさせてい

ただきます。 

 この子育て支援の関係なのですけれども、

今私お話ししたように、様々な支援が効果

あって、今までは社会減少に対しては大きな

効果を発揮したのだろうなと思うのです。と

ころがそれはあくまでも今までに対する効果

であって、今後考えたときにはこれだけの子

育て支援だけ進めていったのでは、なかなか
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人口の減少は止められないのかなというふう

に感じております。 

 そこでお尋ねしたいのは、こども家庭庁の

関係であります。国も少子化ということには

非常に危機感を持って、令和５年にはこども

家庭庁というのを発足させました。これが発

足したことによって、例えば今までなかった

補助金みたいなものが国から足寄町に下りて

くるですとか、分かりやすい変化といいます

か、ちょっとうまく質問できないですけれど

も、何か変わったことはあるのかなという点

でお尋ねをしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 答弁させていた

だきます。 

 こども家庭庁が発足いたしまして、新たな

補助金等という部分ですが、基本こども家庭

庁が発足した後の補助金というのは各省庁で

今まで子育て支援等をしていた部分をこども

家庭庁のほうに集約をかけてきている部分が

主なものでして、今までの予算と、新たに本

年度発足した当時で大幅に新たに創設された

という部分はあまりないです。 

 ただ、令和６年度におきましては、今こど

も家庭庁の予算として加速化プランの主な施

策という部分の中で言われている部分では、

児童手当の抜本的拡充ということで、今まで

あった所得制限の撤廃だとか、支給部分につ

いても、中学生までだったのですけれども高

校生年代まで支給を拡大するだとか、あと、

第３子以降については金額を上げるだとかと

いうようなところが出てきています。 

 そのほか、実質お金という部分、補助金で

はないですけれども、４歳、５歳児の保育園

に対する職員の配置基準の改善ということで

緩和がされるという部分が出てきていたり、

放課後児童クラブの常勤職員配置の改善だと

かという部分で、そこも人員基準の緩和が出

てきたりという部分はあります。 

 今後、新たに創設されてくるこども家庭庁

の予算としてはいろいろ出てくることはあり

ますけれども、実質今までやっていた部分に

財源充当をするといった、拡充するといった

部分については今言ったような部分だけで、

今後出てくる部分については新たに施策を実

施した部分、例えば令和６年度の予算で今予

算計上を提案させていただいているのですけ

れども、子育てのＤＸ化だとかという部分の

予算だとかは、実施をすればそちらのほうの

予算が充当できるようになってくるという部

分はあります、というような状況になってい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 私単純にこども家庭

庁ができて、それで国も例えば保育料の無償

化ですとか、あとは学校給食費の無償化です

とか、そういう予算が国から出てくるのかな

なんて単純に思ったものですから、随分今課

長の説明を聞くと私の認識とは違うのだなと

いうふうに受け止めております。 

 それで、説明をいただいたのですけれど

も、確認ですけれども、令和５年度は予算的

に大幅な変わりはなかったと。今までやって

いるいろいろな省庁から、例えば出産応援何

だか金だとかいろいろあったじゃないです

か、伴走型何たらとかね。そんなのがほかの

省庁から、例えば厚生省かどこか分からない

ですけれども、出てきたのが家庭庁から出て

くるようになったという認識でよろしいで

しょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたしま

す。 

 先ほど川上議員がおっしゃられたギフトだ

とかという部分につきましては、こども家庭

庁のほうの関連予算という形で出てきている

ということになります。 

 先ほどちょっと私の説明が悪かったかもし

れません。保育料の無償化等についても今ま

でどおりの状況で、国から補助金だとか、あ

とは地方交付税措置だとかという部分を受け
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て無償化はしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 分かりました。 

 細かい中身については、例えば児童手当の

拡充ですとか、これは単純に児童手当拡充な

らいいなと思うかもしれないけれども、児童

手当は国からほとんど出るけれども、町も持

ち出しありますよね。何ぼか分からないけれ

ども、たしか今年の予算書見たらあったなと

思うのですけれども、ということは総体の児

童手当が上がれば町の負担も増えるというこ

とになりますよね。その押さえでよろしいで

すか。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 答弁させていた

だきます。 

 まず今までも児童手当につきましては、６

分の１を町が、年齢によっても変わりますけ

れども、基本的には６分の１が足寄町の負担

という形で仕組みがされています。今後につ

いては、３歳未満については１５分の１、３

歳以降については９分の１の負担になるとい

うふうに今仕組みづくりがされておりまし

て、単純に比率でいくと少ない比率にはなる

のですけれども、ただおっしゃられるように

金額が第３子以降については今まで１万５,０

００円だったところが３万円に実は上がると

いう仕組みになっておりますので、その金額

が上がった分でいきますと、人数だとかそう

いった比率だとかでも変わりますけれども、

負担割合が同じぐらいになるのではないかな

というふうに考えているところです。 

 詳細な部分についてはやはり人数だとか、

第３子が何人対象になるかといった部分で金

額が変わりますので、町全体の持ち出しがど

れぐらいというのはこの段階ではお話、説明

はちょっとできないかなと思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ここで国のことをど

うこう聞いても致し方がないような気がする

ので、ただ非常に興味のある分野でもありま

すので、詳細が分かったら文教委員会等で教

えていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いします。 

 私が実はこの質問をした意図といいますの

は、先ほど話したように、今まで足寄町は国

に先駆けて子育て支援の、例えば保育料の無

償化、あとは給食の無償化というのをやって

いるのですけれども、そういったことに対し

て、国がもし予算をつけてくれるのであれ

ば、今まで町だけでやっていた部分が浮いて

くるのかなと、そこに充てた部分が。である

なら、浮いた部分をさらなる子育て支援もい

いですし、あるいは若者が定住するような施

策に充てていっていただけないかなという思

いがあって、こんな質問をさせていただきま

した。この関係については、もう以上で質問

を終わりとします。 

 それでは、まだ御飯には早いですね。 

 ３番目の移住・定住の関係なのです。ま

ず、この３年間で移住相談窓口に関わって移

住された方が１７人。これは移住相談窓口と

いうのはびびっどさんを通して移住されたと

いうことでよろしいでしょうか。違うのか

な。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多課長、答弁。 

○総務課長（保多紀江君） びびっどさんも

そうですけれども、町のほうでも把握してい

るという意味での相談窓口ということで申し

上げておりました。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） そうですね。移住・

定住の関係は町にも窓口はありますけれど

も、主にびびっどさんに相談が行ってるのか

なというふうに思っているのですけれども、

コロナが出てからびびっどさんの活動もいろ

いろ制限があったのではないかなと勝手に推

測を私は思っていたのですけれども、実績だ

け見ますと、随分２年から４年の間１７人と

いうのはすごいなと今思っているのですね。

というのは、それこそまた繰り返しますけれ
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ども、４年前の質問では、令和１年から遡っ

て２８、２９、３０、令和１年で移住された

のは１０人なのですよ、４年間でね。ところ

がこの３年間では１７人も来てくれた。とい

うことは、やっぱりコロナや何かの影響で田

舎のほうがいいとか、そう思われた方が多

かったのかなとも思うのですけれども、そん

な理由はさすがの総務課長も分からないです

よね。何で。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） こちらのほうに

見えた理由といいますと、先ほど職業の欄に

もございましたけれども、やはり農業をやり

たいという方が多いのかなというのと、最近

ですと地域おこし協力隊として移住をいただ

いている方もいらっしゃいますし、その他ハ

ンターさんを目指していらっしゃる方とかも

いらっしゃいまして、そういう理由で何か足

寄町でやりたいことがあって移住を決断して

いただけたのかなというふうに思っておりま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 農業やりたいという

ことは、新規就農というふうに押さえてもよ

ろしいでしょうか。それであれば、その関係

はこの後榊原議員が質問してくれますので、

私は触れないというか質問いたしません。 

 それで、ちょっと質問変えるのですけれど

も、足寄町に既に移住されている方、こう

いった方結構ネットワークが強くて、いろい

ろと移住されてからも交流をされているみた

いなのですけれども、移住してくれた人に経

過も含めて、どうして足寄町がよかったと

か、あるいは足寄町によかれと思って住んで

みたけれども、こんなところ直してくれたら

いいのになとか、そんな意見、もし聞く機会

がまずはあるのかどうなのかと、もし聞く機

会があったとしたら、どんな意見を聞いてい

るのか、お尋ねをいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） その方たちの御

意見を伺う場というのは、直接役場の窓口で

お聞きするとかそういうことはないですけれ

ども、びびっどさんのほうに委託している内

容の中に、移住者の方の交流会というのを

やっていただいております。それが年に４

回、令和４年度ですと年に４回やっていただ

いておりまして、そういう場を活用して、意

見を聞いていただくということもできるのか

なというふうに思いますので、今後検討して

いきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 移住者の交流会年４

回もやっているといったらすごいですよね。

そんなところに例えば私みたいな者が交ぜて

と言ったらいいのだろうかね。向こうがいい

と言わないと分からないですね。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） 例えば移住者の

方だけのネットワークという意味では外部の

方が入らないで、御意見というか意見交換す

る、情報交換をするということもあろうかと

は思いますけれども、地域の方とのつながり

を持つというのも非常に大切なことかなとは

思いますので、提案してみたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ありがとうございま

す。 

 実はこの質問をする際に、取材といいます

か、移住者の話も聞いてみたいのですけれど

も、全然私面識ないものですから、実はウッ

ドキャンドルナイトという、町長や副町長と

もそのときに会ったのですけれども、あのと

きコーヒー屋さんで昭和レトロな喫茶店とい

うのをやってまして、初めてそこに行かせて

もらいました。ただ、当日はお客さん来てい

て忙しそうにしているので、後日話を聞かせ

てもらえないかということで、その後、そこ

で仕事されていたお店は座間さんがされてい

るのかな。儀間さんという奥様がお手伝いさ

れていたのですけれども、その後話をさせて
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もらったのですけれども、非常に話を聞かせ

てもらえて面白いのですよね。それで、もし

議長よろしければ、ちょっと取材データがあ

るので、読んでもよろしいでしょうか。（議

長「はい」と呼ぶ） 

 まずは移住のきっかけというのがあるので

すけれども、先に儀間さんは、東京で十勝の

職業を紹介するイベントがあって、そこにび

びっどさんも行っていたと。そんな関係で足

寄というのを分かって、御主人が狩りに興味

があって、それで足寄は天気がいいよみたい

な感じで足寄に来られた。皆さん御存じかと

思いますけれども、ぎまんちというようなゲ

ストハウスというのですかね、そんなところ

も今されています。もう一方のコーヒーを

やっている座間さんというのは、これまた画

期的なきっかけでありまして、コーヒーが好

きだと。そのコーヒーの木を北海道で温泉熱

を利用して作れないか。最初に弟子屈で温泉

熱利用してマンゴーだか作っているという

ニュースを見て弟子屈に行きましょうと。そ

の行く途中にたまたま足寄の道の駅に寄りま

した。そこで、食べたシュークリームがすご

いおいしかった。はぁと思ったのですけれど

も。そのシュークリーム作っている人と話し

したり、儀間さんと話ししたりして、こんな

面白い人がいるのだったら、私も足寄に住ん

でみるかなみたいな感じて移住されてきた

と。それで、お二人いわく「足寄って面白い

人多いですよね」と。面白いがどういう意味

がちょっと分からないですけれども、ふざけ

た面白いかどうか分からないですけれども

ね。「人が人を呼ぶんじゃない？」と二人言

うのです。交流人口といいますか、関連人口

といいますか。ですから移住のことを考える

ときに、びびっどさんもいろいろやってくれ

ているのですけれども、例えば既に移住して

くれている方に、体験住宅に来て体験する人

がいたら、今もしているのかもしれません

よ、分からないですけれども、移住された方

の話を聞くような、そんな機会を設けてもら

えるとか、そんなこともいいんじゃないのか

なと、実は二人の話を聞いて思いました。 

 やっぱりそういう方ですから、仕事に対し

てもこだわりを持ってまして、ライフスタイ

ルというのですかね。私みたいな一般人は仕

事は仕事で一生懸命やるのだと。お金がもう

かったら、そのお金持って旅行に行ったり欲

しいもの買ったりするんだみたいな価値観な

のですけれども、彼女方は仕事だけに全てさ

さげたくないと。それだけが人生ではない。

やりたいことを副業として、それだけではな

かなか御飯食べられないから、そういうふう

にやっていきたいのだという、これは私とは

全然感覚違うなという感じを持ったのですけ

れども。おっしゃっていることは、副業をや

るためにはやっぱり安定した収入も必要なの

だと。やっぱり移住したからには、住むとこ

ろが何せ一番先の問題なのだとおっしゃって

ました。そんなことも当然びびっどさんは対

応してくれていると思うのですけれども、皆

さんも知っていていただけたらなと思って紹

介をさせていただいているところでありま

す。 

 それで、いろいろなことを聞いた関係で、

ちょっと私から逆質問という形で、どうした

ら足寄で若い人が来てくれるか、あるいは

残ってくれるか、どうしたらいいと思います

かと聞いたのですよ。そうしたら、「若者に

向けて足寄の魅力、これをＰＲしたらいいん

じゃないの」と。それは俺も分かるのですけ

れども、ではどうやってやるのという話にな

りますね。そうしたらこれもお聞きしたので

すけれども、今びびっどさんに地域おこし協

力隊の方で映像の仕事されていた方が来てい

るそうなのですけれども、ちょっとこの方は

どんな方なのか、経歴といいますか、ちょっ

と分かれば教えていただきたいのですけれど

も。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） 今びびっどのほ

うで働いていらっしゃる方で地域おこし協力

隊として町が任用している方がいらっしゃい
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ます。その方は大学で映像関係を学ばれて、

東京の大学で講師として映像関係とか映画関

係のことを教えていらっしゃったというふう

に聞いております。 

 自主制作の映画とかもつくった経験がある

ということを聞いておりまして、今現在は足

寄町に来られてから移住者の方々の生活を掘

り下げて映像としてＹｏｕＴｕｂｅに上げた

りとか、あと今新規就農の研修とかで来られ

ている方のどんなことをやっているかという

ような映像とかもつくって、ＹｏｕＴｕｂｅ

のほうに上げられております。 

 びびっどコラボレーションのホームページ

のほうを見ますと、今現在２３本の動画をつ

くっているというようなことが記載されてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） これはいい方が来て

くれましたね。今移住された方ですとか、あ

とは新規就農の取組、ＹｏｕＴｕｂｅにアッ

プされているというのですけれども、こんな

能力のある方がいるのでしたら、足寄町のプ

ロモーションビデオ、オンネトーだとか何か

そんなのをつくってもらうというわけにはい

かないのでしょうかね。ちょっと町長にお聞

きしたいのですけれども。映像のプロいるの

だから、いいのつくって。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） そういう映像の技術

だとか、そういうことにたけた方がいらっ

しゃるということで、そういう方に足寄のプ

ロモーションビデオみたいなのをつくっても

らうことはできないかというようなお話です

けれども、本人とのお話の中でそういうこと

が可能だよということであれば、またそれは

できるのかなというようには思いますけれど

も、現状、今総務課長のほうからお話しして

いますけれども、新規就農の方だとかそう

いった方たちのどういう仕事をしていてとい

うようなことをびびっどコラボレーションの

ホームページの中で流しているということ

で、そういうものを見ていただいて例えば新

規就農、放牧酪農だとか、そういったものに

興味を持って来られているという方ももしか

したらいるかもしれないなというようには思

いますので、それはそれで一つの足寄町のＰ

Ｒといった部分ではびびっどコラボレーショ

ンでやっているその仕事の中でやっている、

そういったものも一つはあるのかなというよ

うに思っています。 

 足寄町全体でのプロモーションビデオとな

ると、やはり今度は観光だとかそういう方面

になりますので、実際どういうものをつくる

だとかというような、やっぱりきちんとプラ

ンだとかつくらなければならないので、そう

いう相談は多分できるのだろうなというよう

には思ってはいます。どういうものをつくる

のか、どういうものをＰＲしてやっていくの

かだとかというのはやっぱり中身を十分検討

しながら進めなければならないのかなという

ように思いますし、今来られている方がそう

いうもので例えばこうしたほうがいいよだと

か、そういうようなことをもしも考えている

ようなことがあれば、そういったことも参考

にしながらできることはできるのかなという

ようには思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 少し早いのですけれ

ども、昼食のため午後１時まで休憩といたし

ます。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。 

 ９番川上修一君からの再質問、お願いいた

します。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 午前中、町長からプ

ロモーションビデオの関係のお答えをいただ

きました。 

 それで、ぜひこういったすばらしい能力を

お持ちの方がいる機会に、観光ですとか、あ

とは足寄町のイベント、特産品も含めた足寄
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町の魅力が伝わるようなプロモーションビデ

オをつくっていただくように働きかけていた

だきたいなと思います。 

 一般質問で要望は駄目ということなのです

けれども、今の件は要望ということでお願い

をいたします。 

 それでは、質問を変えます。 

 移住者の内容の中で、地域おこし協力隊の

方１０名いらっしゃるということなのです

ね。地域おこし協力隊の関係では、昨年十勝

の議員研修会でこういったお話を聞く機会が

ありまして、そこのお話をされた地域おこし

協力隊の方から、ぜひ私たち地域おこし協力

隊員が町民に溶け込むような、そういう機会

といいますか、支援といいますか、そういう

のをお願いしたいというお話をお聞きしまし

た。足寄町もこれだけ地域おこし協力隊が来

ていますので、ぜひとも今入っている地域お

こし協力隊員が町民と触れ合うといいます

か、外から来ているけれども足寄のためにこ

んなことしたいという思いが町民にうまく伝

わるような機会といいますか、そういった場

所をぜひつくるように検討していただきたい

なと思うのですけれども、その点はいかがで

しょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 地域おこし協力隊の

方たちがどんな活動をされているのかだとか

というようなこと、たしか広尾町さんだった

ですかね、行動が見えないとかというような

話もあって、そういうことをより広く伝える

だとかというようなことのたしか新聞か何か

の報道があったかなというように思います

し、またほかのところでもいろいろな形で地

域おこし協力隊の人たちがやっている活動を

報告する機会だとか、そういったものを設け

ているというような報道、報道ばかりですけ

れども、そういう報道を見ることがありま

す。そういった意味では、今お話あったよう

に地域おこし協力隊の人たちが足寄でどんな

ことをやっているのかですとか、そういうこ

とを、どんな活動をされているか、そういう

活動報告だとか、それからまた町民の人たち

と触れ合う場だとか、そういったものをどう

いう形になるか分かりませんけれども、そう

いう機会をできればやれるほうがより活動も

見えますし、地域おこし協力隊の人たちもや

りがいみたいなものも起きるのかなというよ

うなところも感じるところでありますので、

どんな形になるか分かりませんけれども、そ

ういうことをできれば検討したいというよう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ぜひよろしくお願い

します。 

 移住・定住の関係ですね、びびっどコラボ

レーションと連携を取って、また推し進めて

いくということなのですけれども、入ってく

るまではやっぱりびびっどさんが窓口になる

のでしょうけれども、入ってきてから後の

フォロー、先ほど総務課長にお聞きした移住

者との交流会ですとか、今町長がお答えした

地域おこし協力隊との町民との触れ合いの機

会ですとか、そういったことを含めて行政と

して頑張っていっていただきたいと思いま

す。 

 また、ちょっと質問変わりますけれども、

移住・定住の関係で町長の行政執行方針で、

東京２３区から足寄町に就職した移住者を支

援するための予算を計上ということなので

す。以前からお聞きしていたのですけれど

も、北海道ＵＩＪターン事業のことだと思う

のですけれども、私この事業単純に東京から

足寄に来て仕事したら１００万円もらえるの

だぐらいにしか認識してなかったのですけれ

ども、どうももうちょっと該当するにはいろ

いろな要件というかあるようなので、そう

いったことに、この事業の要点というのです

か、こういう場合に該当するのだよというよ

うなことを説明をいただきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） ＵＩＪターン新
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規就業支援事業と言いまして、これは北海道

と共同して行う事業ですけれども、北海道が

行っているＵＩＪターン新規就業支援事業と

いうのがございまして、そちらは東京圏から

足寄町に移住した方が、北海道のホームペー

ジのほうに掲載されている事業所がございま

して、そちらの事業所に事前登録をしていた

だいて、その事業所とマッチングをして、そ

こに就業する方、それと例えばテレワークと

いうのも対象になっておりまして、自主的に

こちらのほうに移住をして、テレワークで仕

事をされる方、そういう方を対象として支援

金を出すというものになっております。そし

て、支援金としましては、世帯の申請の場合

にあっては１００万円、単身の申請では６０

万円となってまして、１８歳未満の方を帯同

して移動する場合につきましては、１８歳未

満の方一人につき１００万円を加算するとい

う制度になってございます。 

 ただ就業先ですけれども、今現在足寄町の

登録は事業所が１件登録されておりまして、

たださらにちょっとハードルが高いのが、働

く内容ですけれども、週２０時間以上で無期

雇用契約をするということが条件となってご

ざいます。今足寄町では実は社会福祉協議会

さんが登録をされておりますけれども、募集

している職員がパートさんということで、事

業所としてはサイトに載っているのですけれ

ども、今回の支援金の今現在は対象になるよ

うな事業所としては掲載がないということに

なっております。 

 また、この支援金、非常に１００万円、１

００万円ということで小さなお子様を連れて

きた場合には２００万円というような金額が

支援されるというようなことにはなっており

ますけれども、実は返還をするというような

条件もございまして、例えば移住支援金の申

請の日から３年未満に足寄町から転出した場

合については、その全額を返却しなければい

けないとか、３年以上５年以内に転出した場

合については半額を返還しなければいけない

ということで、非常に気軽に使えるような制

度とはなっておりませんで、なかなか利用す

るにはハードルが高いのかなというふうには

考えております。ただ、足寄町としまして

も、これを利用して移住をしてきていただけ

る方がいるのであればと思いまして、制度の

ほうを設置しておりますので、そういう対象

者がいましたら御利用いただければなという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） なるほどね。結構い

ろいろハードルがあるのですね。それで今ま

で予算しているけれども、なかなかこの事業

に該当するケースがないということだったの

ですね。分かりました。 

 今お聞きして、足寄の事業所として北海道

の何だかに登録しなければならないと。それ

は今現在は足寄町では社協さんだけだという

ことなのですね。 

 そうか、これは一般質問が随分変わってし

まうな。 

 では、例えばほかの足寄の企業、農協もそ

うだし建設屋もそうですし、製造屋さんもそ

うですけれども、そこに登録するための要件

というのはあるのですか。申請すれば全部登

録できるのでしょうか。その辺ちょっと教え

てください。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） 北海道のほうで

定めております登録法人の要件なのですけれ

ども、まず官公庁ではないこと、民間である

ということですね。それと資本金が１０億円

未満の法人であること。そして、本店の所在

地が東京圏以外であることと、雇用保険の適

用事業主であることなどとなっております。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 今の要件でしたら、

足寄町にも事業者として登録できるところは

ありますよね。分かりました。 

 なかなか要件というかハードルは高いと思

うのですけれども、こういった事業がありま
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すと、そしてこういった要件ですということ

を町内の事業者にも周知して、事業としては

私いい事業ではないかなと思うので、そう

いったことも今後取り計らっていっていただ

けたらと思います。 

 それでは、時間もあれなので、次の一番私

が気にしている４番目の女性の流出を止める

施策ということで質問をさせていただきま

す。 

 今までいろいろお聞きしたのですけれど

も、やはり子育て支援だけでなくて女性の流

出を止めない限り、人口の減少は止まらない

よと専門家もいろいろ指摘しておるところで

あります。そのためには、やっぱり若い女性

がどんなこと考えているのかなと、これ知ら

なかったら施策も何もできないわけで、それ

で答弁書にありましたように、第７次総合計

画、それで町民の意見を聞いたということな

のですけれども、その中で若い女性、２０代

や３０代、４０代かなと思うのですけれど

も、その御意見、代表的なものというのです

かね、何か移住・定住とかまちづくりにつな

がるようなものがあったら教えてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） まちづくりに関

するアンケートの関係ですけれども、フリー

記載のほうはちょっと集計をしてございませ

んので、こちらのほうでの設問の中でまちづ

くりといいますか、足寄町に住み続けたいか

どうかというようなところに特定をして集計

したものがございますので、そちらのほうを

御報告させていただきたいと思います。 

 まず集計をした人数ですけれども、２０代

から３０代の女性が足寄町ではアンケートの

対象者としましては３７０人いらっしゃいま

した。その中から回答いただいたのが７３人

で２０％弱となっております。 

 その中で設問の中に、この後足寄町に住み

続けたいかどうかということを設問でアン

ケートしたのですけれども、その中で、町外

へ移りたいもしくは町外へ移らざるを得ない

というふうに回答された方の内容なのですけ

れども、まず１番が通院や買物が不便である

こと。それと仕事の都合ということで、例え

ば御自分の力を発揮できるような職場がない

とか、勤務地が遠いとか、そのような理由を

挙げられておられました。その次の３番目の

理由としましては、買物や娯楽の場が少な

い。そして４番目としては、医療・福祉に対

して、例えば町内で必要な医療が受けられる

か今後が心配だというような御意見がござい

ました。ほかにも御意見というか、回答は

あったのですけれども、大きな回答の内容と

いうのは以上の四つとなっております。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 分かりました。 

 やっぱり買物が不便とか通院が不便とか。

仕事の都合はこれはやっぱりその方のスキル

といいますか、やりたい仕事ということです

から、町としてどうしようもない部分もある

のかなと思います。 

 実は、唐突なのですけれども、私上利別で

バトミントンをやってまして、そこに足高の

バトミントン部の女の子二人来ているのです

ね。今回こういう一般質問するから、どう

やったら若い女性が足寄に残ってくれるのだ

ろうと。友達に聞いてくれないかいというこ

とでお願いしました。それで、回答を頂いて

いるので、議長の許可を頂けたらちょっと読

ましていただきたいのですけれども。（議長

「いいですよ」と呼ぶ） 

 よろしいですか。 

 今年足高を卒業する女子生徒、友達も含め

て何人か分からないですけれども、お聞きし

たお答えであります。 

 足寄に欲しい場所というのはやっぱり遊び

場所なのですね。さっき総務課長がおっ

しゃった娯楽の場がないとかぶるのですけれ

ども、ゲームセンター、カラオケ、プリク

ラ、ショッピングモール、映画館、ボウリン

グ。理由というのも書いてあるのですけれど

も、「学校帰りや休日などに遊べるところが

なくて困っています。どんなに高校などの支
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援が手厚くても結局休日などに遊べるところ

がないと人は集まりづらいと思います」とい

うことでありました。 

 今度は仕事です。女性がやりたい仕事とい

うことですけれども、カフェ、それから服

屋、ショッピングモール。その理由は「やっ

ぱり若者はおしゃれな場所で働きたい人が多

く、あんまり事務などの地味な仕事よりかは

人と関わる仕事のほうがみんな望んでいま

す」と。「今年の３年生女子の就職先として

は、ホテル、ショッピングモール、服屋、美

容室などです」と。これまた意見が書いてあ

るのですけれども、「仕事に関しても休日に

買物をするなど、家から出る場合は札幌や帯

広のほうが便利なのでみんな都会に行ってし

まうと思います。足寄に遊ぶところや買物が

できるところがもっとあれば自然と仕事する

ところや人も増えていくと思います」という

お答えを頂きました。 

 それで、この結果を読んだとき、それは遊

び場所や買物の場所が欲しいというのは十分

理解はできるのですけれども、現実的には足

寄の今の人口でこういったものをつくれるか

といったら、これは難しいよなと私は、皆さ

んそうだと思うのですけれども、思ってしま

うのですね。足寄の今の人口ではペイしない

でしょう、何をどうしても。ただ、そういっ

たことでこういう若い方の意見を無視とは言

いませんけれども、諦めてしまっていいのか

なとちょっと自分も悩むところでありまし

て、では逆に夢かもしれないけれども、もし

足寄町に例えば観光とかレジャー産業に力を

入れて、まちの中に、足寄の人口は少ないけ

れども、よそからいっぱいお客さんが来てく

れるよと。道の駅周辺にですね。そうする

と、カフェだとか、その近辺にある飲食店の

皆さんもお客さんが来るし、人がいっぱい来

たらお土産屋さんもできるし、本当に夢かも

しれないけれども、本当に本当にいっぱい来

たらホテルも、今レウスさんとかほかの旅館

もあるけれども、建っていくのかなと。本当

に夢物語ですけれどもね。でもそれに向かっ

て私たちは検討といいますか、若い人が残っ

てもらえるまちづくりというのをやっぱり考

えていく必要があるのではないのかなと痛切

に自分は思うわけなのです。私の頭で思いつ

くのは、やっぱり人口はなかなか増えないの

だったら、外から観光客やレジャー目的で来

る人を呼べないかというところしか思いつか

ないのですけれども、具体的に何をやるかと

いうのは非常に難しいですけれども、こうし

た観光に力を入れたまちづくりという観点で

すか、考え方、そういったことは取り組んで

いくべきではないかなと私は思うのですけれ

ども、その点について、この考え方について

町長はどのように思われますかね。観光に力

を入れたまちづくりということなのですけれ

ども。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 観光に力を入れたま

ちづくりというお話ですけれども、いろいろ

と町としてどういうことに力を入れていくの

かと、まちづくりの部分でですね。それはい

ろいろな分野があって、それぞれの分野で力

を入れていかなければならない分野がいっぱ

いあるのかなと思っています。そういう力を

入れてやることによって、そこで働く人たち

だとか、そういった人たちが一定程度そこで

活躍する場ができるわけで、できるとすれば

そういったところに人が集まってくるのかな

というところがあるのかなというように思っ

ています。そういった意味では、観光分野も

そういった部分の一つにはなるのかなと思い

ます。ただ、では足寄町何を観光の目玉にし

ていくのかというところになっていくのかな

というように思います。温泉もありますし、

観光名所でいくと雌阿寒岳だとかオンネトー

だとか、そういったところもありますし、ま

ちの中でいけば化石博物館だとか、いろいろ

なコンテンツというか、いろいろなものはあ

るのだろうなと思っています。そういったも

のをどう有機的に結びつけて、観光として人

を呼ぶのかとかいうところの考え方というの

はやっぱり必要になってくるのかなと思って
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います。 

 ただ、まちの中で、例えば道の駅だとかそ

ういったところを中心にいっぱいお客さんを

呼びますよということになると、やはり市街

地の中でどうまちづくりをしていくのかとい

うことになるのではないかなと思っていま

す。そういうことでいくと、まちの中でどう

人を呼び込むのかというところになるのかな

と思ってますけれども、一つとしては今商工

会さんが事務局を持って、まちづくりネット

ワーク会議というのを今年２月でしたか、去

年つくっていただきました。その中では一つ

は一番大きいのはやっぱり高速道路が今後通

りますよと。陸別と足寄の間に高速道路が今

度建設されていきますよというところで、そ

れができたときに、高速道路を使って足寄町

のまちを素通りしていかれるのではないかと

いうような心配もされている人たちも多いと

いうところがありますので、いかに足寄町に

人が降りていただけるかと、そういったこと

をやっぱり今のうちから、出来上がってから

考えるのではなくてできる前に考えていきま

しょうということで、そういう会議をつくっ

ていただきました。それは高速道路をいかに

足寄町が活用するのかと。足寄町に高速道路

ができて足寄町に人が来てくれるんだよとい

うところにどう持っていけるのかというよう

なことなのかなと思っています。そのため

に、足寄町に高速道路ができて足寄町に降り

てもらうためにどうしたらいいのかと。そこ

の部分をみんなで、町民の皆さんも含めて、

行政だけではなくて、商工会さん、それから

商工会さんだけではなくて農協だとか、建設

業者さんだとかいろいろな地域地域の人た

ち、町民の皆さんもみんなで集まって考えて

いきましょうと。そういう会議をつくってい

ただいて、これからまた今年もいろいろと活

動していくようなことになっていくのかなと

いうように思っていますけれども、そういう

中で、足寄町のまちのまちづくりですかね、

足寄町に来てもらうためのまちづくり、そう

いったものをみんなで考えていかなければな

らないのかなというように思っております。 

 そういう中で、いろいろなアイデアを出し

ていただきながら、民間でやっていただくも

のもあるでしょうし、行政がそれを後押しし

ていく、そういった取組もあるのかなという

ように思いますけれども、そういう取組をこ

れから進めていく、そういった中でそれが観

光がメインになるのかどうか分かりませんけ

れども、そういった取組ができるようになる

のではないかなというように思っているとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） この関係では、昨年

の１２月木村議員が一般質問されましたよ

ね。それで、本当に町長おっしゃるように、

そんなに簡単に、みんなまちの中に来てほし

いという思いはあるのだろうけれども、では

具体的にこれやったらという妙案はそうそう

そうそう出てこないと思うのです。まちづく

りネットワークというすばらしい組織が設立

されたみたいなので、大いに検討していただ

きたいなと思いますし、アイデアを聞く一つ

の方法として、実は私めったに勉強しないの

ですけれども、一般質問に向けて夜こうやっ

ていろいろ書いていると、孫が珍しがって、

「じいちゃん何やってるの」と。「いや、実

はな、この足寄のまちの中にどうやったら人

が来るか考えてるんだ」と言って、「何かい

いアイデアあるか」と。うちには小学校６年

生、５年生、３年生いるのですけれども、６

年生の孫が「子供が遊べる場所あったらいい

んじゃない」と。千歳にピッピランドという

小さな園児ぐらいのレベルだと思うのですけ

れども、そういった子が遊べる施設があるそ

うなのですよ、屋内のね。それを例えば小学

生や中学生や高校生、そういった世代も遊べ

るような、例えばボルダリングがあるだと

か、屋内のそういう遊ぶ場所が道の駅のまち

の真ん中にあったら、遊びに来るのではない

かとか、そんな話も孫から聞いたり、あと小

学校３年生の男の子はこれまたユニークでし
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てね。「じいちゃん、熊捕まえてきて、熊に

プロレスさせたらいいんじゃないか」という

のですね。そんなこと絶対あり得ないですけ

れども。でも私それ聞いて思ったときに、子

供ならではの自由な発想というのですか、大

人では到底思いつかないようなことが出てく

る。これは面白いなと思ったのです。それ

で、これは私も今文教の委員長仰せつかって

ますので、私の委員会の中での取組になるの

かもしれませんけれども、今後教育長や教育

次長にお願いして、小学校の先生、校長先生

にお願いになるのかな。時間をつくっていた

だいて、ぜひ文教の委員や何かが給食でも食

べながら、子供たちに今言ったような、どん

な遊び場所というか、施設があったら足寄に

お客さん来るかなとか、逆にみんなどんなも

の欲しいとか、そういう聞く機会、こんなの

をもしつくっていただけたらなと思っている

のですけれども、その点は突然ですが、いか

がでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 東海林教育長、答

弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 油断

してました。 

 ただ、いろいろな発想から本当に自由な発

想で足寄の未来を創っていこうという、そう

いう気持ちというか、そういうことがみんな

一緒になるということがすごく大事なのかな

と、今お話を聞かせていただいてすごく思っ

ていました。 

 給食を食べながらというのは、実現できま

す。前もって準備をさせていただければ、そ

ういう機会も設定できますし、ぜひコロナ明

けでなかなか学校に入る機会が少なかったの

で、そういう意見や自由な発想も聞いていた

だきながら交流していただいて、絆を深めて

足寄町の一体感を出していただければなとい

うふうに考えています。よろしくお願いいた

します。 

○議長（髙橋秀樹君） 施設つくってくださ

いというのはいいのですか。ボルダリングは

いいのですか。（川上議員「それはまだいい

です」と呼ぶ） 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 教育長、ぜひよろし

くお願いいたします。 

 それでは、最後の質問に移っていきます。 

 女性の流出を止めるということではないの

ですけれども、どんなに科学が進歩しても、

やっぱり子供を産むというのは女性にしかで

きない。やっぱり若い女性を何とか増やして

いく方法はないかと考えたときに、以前から

農協の組合長とは個人的に話していたのです

けれども、都会からシングルマザーの人を呼

んでこれないものかなと話をしているので

す。なぜかといいますと、足寄町は非常に充

実した子育て支援を展開しております。そう

いうことから考えますと、もし都会から足寄

に来てくれたらお母さんは経済的負担少し軽

くなるのではないかなというのと、足寄町か

ら見ますとやっぱり子供の数が減ってますの

で、少しでも子供さんが増えてくれたらな

と。そうすれば、前段質問しました保育所や

学校の人数低下による影響、そういったもの

も少しは解消につながるかなと。あわせて、

やはり今どこの業界も働く人がいないという

ことで困っております。もし足寄町に来てい

ただいて、仕事をしていただけたら、またこ

れも担い手不足の関係ではありがたいことだ

なと。 

 それで、組合長と話した経過もありまし

て、仕事の関係では農協ではイチゴハウスと

いうのをやっているのですけれども、もし都

会からそういった方が来てくれて、イチゴハ

ウスで仕事をしてくれたら、イチゴというも

のと女性というマッチングが非常に絵になる

と言ったらちょっとあれですけれども、きれ

いだなと。農業のイメージも少し変わってく

るのかなと。例えば想像していただきたいの

ですけれども、イチゴハウスの中で女性の方

が５人ぐらい楽しそうに仕事しているのを、

例えばさっき言ったプロモーションビデオで

すか、足寄農業のね。そういうのを撮影して

いただいて、こんなこともあるよと。そんな
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思いでシングルマザーの人呼べないかなと

思っているのですね。 

 さっき北海道ＵＩＪターンのこともお聞き

したのですけれども、どうも農協も事業所に

登録すれば可能ですよね。そんなことも農協

にお伝えしながら、シングルマザーのことを

進めていくことはできないかなと個人的に

思っております。 

 ほかにも、町内にはいろいろ人手が足りな

い分野がございます。給食センターとか介護

施設の料理をされる方とか、あるいは介護の

ヘルパーさんというのかな、とにかくどこ

行っても人足りないのだよということもあり

ますので、その辺のところをうまく協議し

て、都会からシングルマザーの方に来ていた

だく方法を取れないかなと思うわけなので

す。取り留めのない質問になるのですけれど

も、今私が言ったような案についてどうで

しょうか。今すぐやるやらないということに

はならないと思うのですけれども、これにつ

いて町長はどのように思われるかというとこ

ろからまずお伺いをしたいと思うのですけれ

ども。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ひとり親世帯たくさ

んいろいろなところにいらっしゃるのだろう

なと思っていて、そういう方たちが例えば子

育て支援が十分整っていますよと、また人手

不足もあって働く場所もありますよと、都会

ではなかなか大変だけれども、田舎暮らしで

はそういうひとり親世帯に優しく生活ができ

ますよというような、そういったことで足寄

に移住してみませんかですとか、そういった

取組というのは全く考えられないわけではな

いのかなと思います。 

 実は、もう既に足寄町ではやっていまし

て、以前に。例えばその当時は介護士さんが

なかなか不足していたという部分もあって、

足寄町に来て介護士さんだとか、そういった

仕事を、例えば都会ではそういう仕事をやっ

たことなくても足寄に来て仕事を覚えなが

ら、例えば資格も取りながら、子供さんも育

てて資格を取って、そういう仕事で、介護士

さんだとかの仕事できちんと生計が立つよう

な、そういった取組をできるのですよという

ことで、実は一度ですけれども、平成２８年

だか２９年だかぐらいのときに、東京のその

当時福祉自治体ユニットというそういう組織

があって、そこは非常に福祉関係の厚生労働

省だとかのつながりも強くて、いろいろな東

京２３区の区だとか、そういったところにも

話ができる、そういったところがあって、そ

こにお話をしに行って、足寄町としてはこう

いうことで考えています、足寄町の子供・子

育て支援の策はこんなことです、保育所もき

ちんと充実してます、教育もきちんとできま

すということで、そういうことを例えば区役

所だとかそういったところにお願いして、足

寄町に来てみませんかという、そういう呼び

かけをすることはできないでしょうかという

ことで相談しました。そこで、福祉自治体ユ

ニットでは、ちょっと何個かの区に声をかけ

たのですけれども、さすがに区のほうでは、

では自分たちの区に住んでいる区民に対し

て、足寄に行きませんかとなかなか声かけら

れないと。パンフだとかそういったものを置

いたりだとかするぐらいの協力はできますけ

れども、それ以上のことはなかなかできない

ですねというようなお話でありました。あえ

なくその時点では断念をしたところなのです

けれども、そういう取組も実はやっていて、

うまくは行かなかったですけれどもね。そう

いうことが今後取り組むことができるかどう

か、やっぱり声かけるところというのがない

となかなかできなくて、都民の方たちに一人

一人というか、まとめてそういうことを呼び

かけていくだとかというのはなかなか難しく

て、やっぱりどこかで向こうで協力をしてい

ただかなければならないような、していただ

けるような、そういう区だとか、そういった

ところにお話をしてということがやっぱりあ

るのですけれども、現状としてはそういう区

としてはなかなかやれないですねというよう

なお話だったので、その時点ではちょっとそ
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の話はそこで終わりになったのですけれども

ね。そういうことも中に検討として、そうい

うことが今後できないかどうかというような

ところはまた検討の余地はあるのかなという

ようには思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） なるほど。過去に取

り組んだことがあると。お聞きすると、当た

り前ですね。自分の住民によそ行っていいよ

とはなかなか言いづらいですものね。それは

分かるのですけれども、ただ考え方として私

が言ったようなアプローチをするということ

は検討の余地があると受け止めてよろしいで

しょうか。そのことを検討するということ

は。 

 それで、私もこれ考えたときに一番問題な

のは、例えばさっき言った北海道ＵＩＪター

ン含めて、あと足寄の子育て支援も含めて、

足寄に来たらこんなメリットがあるよという

ことを一体どうやって該当となる方に伝える

か。これは難しいなと思うのです。ちょっと

私も今思いつかなくて、自分で思いつかない

ことを町長に聞いて申し訳ないのですけれど

も、それでも取組としてはやる値があるな

と、難しいけれどもね。あとは対象者に伝え

る方法ですね、これを考えていく。私が思う

にはやっぱり東京のことは東京に住んでいる

人しか分からないから、例えば足寄は地元出

身の代議士の先生もいらっしゃいますし、十

勝から選出されている代議士もお二人いらっ

しゃいます。与野党限らずそういった先生に

でも相談というか、お知恵をお借りして、何

とか恐らく都会に行けば対象になるシングル

マザーの方はいっぱいいるのではないかなと

思うのです。そのシングルマザーの方も足寄

町のことは知らないし、例えば足寄行って登

録された事業者に就職して働いたら、１００

万円、子供連れていったら１人１００万円で

すから、２００万円ですか。そんなことある

んだよ、けれども長く住んでもらわなかった

ら困りますよ。３年で足寄来たけれども帰っ

てしまったら全額返還。５年以内に帰ったら

半分返還。５年以上住んでもらわなかったら

駄目ですよというお話をして、来ていただけ

たら私はいいなと思うのです。そんなことも

含めて、これからの取組になるとは思うので

すけれども、この関係、ぜひ検討していって

いただきたいと思います。どうでしょうか、

町長。今後のシングルマザー対策、北海道Ｕ

ＩＪターンを含めて、いろいろとＰＲする方

法も含めて検討していくということについて

は。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 人口減少対策なの

で、本来は人口をどう増やしていくかといっ

たところなのだけれども、今の話の中でいく

とやっぱり過疎対策にやや近い部分もあっ

て、足寄町の人口が減っていくのをどう防い

でいくのかだとか、抑えていくのかだとかと

いった部分なども含めてあるのだろうなと

思っています。それは特に対象者がこの分野

だよだとかということではなくて、やっぱり

幅広くいろいろな分野でひとり親世帯だけで

はなくて、いろいろな分野で対応というのを

考えていかなければならないのかなと思いま

す。 

 一つはそういうターゲットをぐっと絞っ

て、本当に小さな範囲の中でどうするのか、

ここのところを例えば狙って、狙ってという

言い方ちょっとあれかもしれないけれども、

そういったところにターゲットを絞ってだと

かということもこれまた一つの方法なのかな

と思います。そういったことも含めて、全体

として今後の人口減少対策、足寄町の人口減

少抑制をどうしていくのかといった部分で検

討を進めていきたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 難しいというのは私

も重々承知をしておりますけれども、やはり

思いつくこと、やれることは頑張ってやって

いっていただきたいなと思います。 

 本当に最後ですけれども、町長、いろいろ
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なやり取りを今回させていただきました。私

も勉強になりましたし、ここの議場にいる皆

さんも人口減少に対する思いというのは同じ

だと思っております。 

 最後に、今までのやり取りの総括をいただ

いて、お聞きして質問を終わらせたいと思い

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほどお答えしたの

がほとんど総括のつもりでお話をさせていた

だいたのですけれども。 

 人口減少対策、全体としてやっぱりこれか

らも足寄町だけではなくてほかのまちもみん

な人口減少対策というのは重要な課題ですよ

というところで言われている、そういう課題

であります。足寄町としてもこの人口減少対

策というのはやっぱり重要な課題だなと思っ

ています。 

 人口が減少していくというのはこれはもう

全体的に、日本全体が減ってきていますの

で、これは減っていくのは間違いないです

し、さっき午前中にもお話ししていた子供さ

んの数が出生者数が減ってきているというと

ころ、これを見ても将来的には生まれている

子供たちの数というのはもう後から増やすだ

とかとはいかないですから、絶対にそこの部

分のその世代というのは減っていくのは間違

いないので減っていくのですけれども、いか

に足寄町のまちの人口を減らしていかないか

ということと、人口が減っても足寄町の町民

の人たちがその人口の中でいかに幸せに暮ら

していけるかという、方法としてはなるべく

人口を減らさないよというのが一つの方法で

すし、しかしながらやっぱり少しずつは減っ

ていくので、今度は減っていったときにどう

していくのかだとか、そういったことも含め

て、全体的に考えていかなければならない課

題なのかなと思っています。 

 第７次総合計画も１０年間の計画というこ

とで、これからの先１０年間先のまちづくり

というのを見据えながらつくっていかなけれ

ばならない、そういった計画なのかなと思っ

ていますけれども、なかなか先行きが見えて

こないという部分もありますけれども、なる

だけ町民の人たちが人口が多少減ってもみん

なでいつまでも足寄町で暮らしていてよかっ

た、暮らし続けたいと思えるまちにしていく

かというところなのかなと考えているところ

であります。 

 さっきのが総括だったので、それにつけ加

えてそういうことにさせていただきたいなと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、９番川上

修一君の一般質問を終わります。 

 ２時まで休憩といたします。 

午後 １時４７分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、３番榊原深雪君。 

（３番榊原深雪君 登壇） 

○３番（榊原深雪君） 議長のお許しを頂き

ましたので、一般質問通告書に従いまして質

問をさせていただきます。 

 人口減少対策としての農業施策について。 

 令和６年度行政執行方針の中で、人口減少

対策は本町の重要課題であり、基幹産業の農

林業をしっかり支援することが地域経済の振

興、過疎対策に結びつくものと考えていると

ありました。 

 令和６年度予算編成の重点方針の３番目に

産業振興の推進を挙げられ、農業施策の推進

については、「土づくり」「利子補給」「伝

染病予防」「担い手対策」「基盤整備」など

について述べられておられました。 

 昨年１１月に実施いたしました議会報告会

においても、各地区の住民の方からの御意見

として人口減少対策と農業振興について御提

案がありましたので、あわせて次のことにつ

いて質問いたします。 

 ①新規就農者の受入体制について、びびっ

ど、役場経済課・農業委員会、足寄農協と、
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この三つの体制を整え直さないといけない。

新規就農の問合せがあっても断っていると聞

く。新たな人が入らないと農家は減るばかり

である。新規就農者については、当町は２０

年前から二十数戸の実績を上げており、離農

者が出てくるのにあわせて速やかに受け入れ

ていくことができれば、農家戸数は少なくと

も横ばいは維持できると思われます。三者に

農業者を含めた四者の役割分担を明確にして

連携を図り、町を挙げて新規就農者の受入れ

を進め、農家戸数減少に歯止めをかけていた

だきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 ②離農跡地を賃貸で借りて地代を払い続け

ていて、いつまでも自分のものにならない。

農業資材費が高騰して収支が赤字となり、負

債が増えて財務内容はさらに悪化していく。

そのようなことでは住みたくても住めなくな

ります。転出者が多いのは、そのことが最た

る理由だと思われます。 

 農地の交換分合や速やかな農地売買を実現

させて、現在営農中の農業者に将来希望が持

てる事業の実施について、町長の御所見を伺

います。 

 ③農業施策の推進の中で挙げられておられ

た「家畜伝染病予防対策」についてですが、

大規模草地において伝染病が発生して、受益

者だけが泣き寝入りしている状態。大規模草

地の会合もないし、代替地もない。牛が使え

ない場所については馬産利用に開放するな

ど、このような提言について町長の御所見を

伺います。 

 以上３点について、お考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 榊原議員の「人口減

少対策としての農業施策について」の一般質

問にお答えします。 

 １点目の新規就農者の受入体制についてで

すが、本町では平成１３年９月に２戸の新規

就農者を受け入れた以降、本年度の２戸を含

め２３戸が本町に移住され、営農活動を行っ

ています。新規就農者のサポート体制は、足

寄町、足寄町農業委員会、足寄町農業協同組

合、北海道農業共済組合十勝北部支所、十勝

農業改良普及センター十勝東北部支所で構成

する足寄町農業再生協議会において、研修や

就農に向けた各種支援を行っています。今後

も同協議会での連携の下、本町で就農したい

という方々の支援を進めてまいります。 

 一般社団法人びびっどコラボレーション

は、移住・定住促進に関する事業を展開して

おり、移住に関する実績も豊富なため、就農

希望者の情報共有等を図り、スムーズな受入

れに努めてまいります。 

 なお、新規就農希望者の問合せを断ってい

るとの御指摘ですが、役場に来た就農に関す

る問合せは必ず受けており、その後は相談者

自身の判断となりますことを御理解願いま

す。 

 次に２点目の農地の交換分合ですが、農業

者から交換分合の事業を実施してほしいとの

要望はありません。北海道における交換分合

も平成２９年度を最後に実施している市町村

はありません。実施していない理由としまし

ては、交換分合を要望する農業者がいない、

補助事業がない、市町村の財政状況が厳し

い、誰もが納得できる農地価格の算定が困難

であることが考えられます。 

 「離農跡地を賃貸で借りて地代を払い続け

ていて、いつまでも自分のものにならない。

速やかな農地売買を実現させて」ですが、確

かに農業者から長年賃貸しているが、所有者

が売ってくれないとの話を耳にします。足寄

町だけでなく、十勝管内の農業者からも同様

の意見があり、十勝農業委員会連合会におい

て、耕作者自ら農地を所有し営農する自作農

主義という基本的な考えに立ち、農地を売っ

た際の譲渡所得税の特別控除額の引上げや機

構集積協力金の交付、非農家所有農地の固定

資産税の税制上の措置を、十勝農業委員会連

合会の重点要請の一項目として掲げ、毎年５

月と１１月に北海道選出国会議員等へ要請活

動を行っていると聞いています。 

 町としましても、農業経営の維持と安定に
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向けた新たな制度等の創設を含め、必要な施

策の実施を国等に要望していきたいと考えて

います。 

 次に３点目の「家畜伝染病予防対策」です

が、令和４年１０月に本町において発生した

家畜伝染病は、生産者、関係機関の尽力もあ

り、昨年１２月４日の最終検査をもちまして

対策終了となりました。 

 御指摘のありました大規模草地育成牧場の

放牧につきましては、関係団体から町に対

し、生産者の経済的観点から大規模草地への

入牧再開と病気リスク低減のための入退牧時

の抗体検査等の実施、牧場の環境改善などが

要望されました。現在、入牧再開に向けて、

大規模草地育成牧場の指定管理者である足寄

町農業協同組合が関係機関と協議を進めてお

ります。家畜伝染病発生は、生産者にとって

経済的、精神的に大きな負担となることか

ら、今後も発生させない環境づくり、万が一

発生した場合の初動方針等の徹底など、関係

者が一丸となって取り組んでまいりますの

で、御理解賜りますようお願いを申し上げ、

榊原議員の一般質問に対する答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。 

 ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） 新規就農者の受入体

制についてですが、新規就農を目指す若者家

族は現在の仕事の合間に足寄へ来る場合が多

くなると考えられます。そこで、土日祭日、

定時の時間外での対応が求められると思いま

す。相談窓口が平日以外での対応となると、

びびっどに頼らざるを得ないことになると思

われます。このようなことから、いずれの場

合も、新規就農を希望する相手の立場になっ

て、役場、農協、びびっど、農業者の四者が

連携して役割分担しておくことが、どのよう

な事態にも対処でき成果が期待できますの

で、ぜひ実現していただきたいと思います。

このことについて、どのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、答

弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをいた

します。 

 今の榊原議員の質問でございますけれど

も、実際に土曜日、日曜日にそのような要望

があれば、役場のほうも出向くことは可能だ

と思います。ただ、現状の要望の中ではその

ような要望がございませんので、平日に来て

いただけたりしているので、そこで対応して

いるというのが現状です。ただ、土曜日、日

曜日に対応しないということはないと考えて

おります。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） やっぱり声が届いて

ないのかなと思いますね。そして、第三者の

方から見ても、こういうことが現状起きてい

るのではないかと懸念されていることが議会

報告会で質問があったものですから、私は代

弁者としてお伝えしたわけです。 

 そして、ここ２０年間において２３組です

か、今年２組入られた方で、新規就農者の方

が足寄の町民となられました。このことか

ら、芽登や大誉地、螺湾の小学校の生徒が増

えました。集落においては若い家族が加わっ

たことによりにぎわいを見せております。農

地が流動化して、遊休農地の発生が抑えられ

ています。このように、いいことずくめの新

規就農者で、今までに就農した方の移住の

きっかけになったのはどのように捉えていま

すか。 

 過去の実績をひもといてみることにより、

今後の新規就農者受入れに当たり、実施すべ

き事柄などが見えてくるものと思われます。

新規就農を果たした方の意向について、聞き

取り調査したものはありますでしょうか。あ

ればお示し願います。 

 そして、先ほどの川上議員の質問の中にも

ありましたけれども、新規就農者の方は半分

がサラリーマン、半分が酪農ヘルパーを経由

して新規就農されている方も多いのですね。

そして、来る土地柄は長野、山口、兵庫、大

阪、各地から、南は福岡の博多とか、そうい
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うところから見えたり東京から見えたりとい

うことで、たくさんの方が入植されておりま

す。そういうことからも含めて、今後の対応

についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、答

弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） 移住された皆

さんのきっかけにつきまして、２３戸全ての

農家さんから聞いているわけではございませ

んが、１月２５日に新規就農者の意見交換会

を農政事務所が主催をしていただいて、足寄

町で行いました。その際にも新規就農された

方７名が参加をしていただいております。 

 その中の新規就農を目指した理由、あるい

は北海道、あるいは足寄町を選んだ理由とし

ては、前職が転勤の連続だったので子供たち

に転校が続いて負担かけていたと、転校しな

くてもいい環境をつくりたくて就農を決意し

ましただとか、あるいは放牧酪農をやりたく

て就農地を探していたところ、足寄町にたど

り着いただとか、あるいは帯広市に近く災害

が少ない地域ということも考慮しましたよと

いう御意見、あるいは放牧酪農に当たって目

標とする人が足寄町にいたということも足寄

町を選んだ理由というふうに聞いてございま

す。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） 佐々木課長、ありが

とうございました。 

 ２３世帯の新規酪農者が見えて、子供さん

が約３９名以上がいるということで本当にあ

りがたいことだなと思っております。 

 そして、今後の足寄町の放牧酪農、酪農学

園大学の名誉教授であります荒木和秋さんが

書かれました本なのですけれども、「よみが

える酪農のまち－足寄町放牧酪農物語」とい

うのを参考にさせてもらって、この質問をさ

せていただいているところですけれども。 

 今酪農を経営されている方、放牧酪農を経

営されている方は本当生き生きと、子供さん

も生き生きと足寄町で過ごしていただいてい

ると私は見ております。そこの中で、また今

後のことも含めまして、親御さんがこういう

知らない土地に来て何かをやろうという方は

やはり冒険心が強くて、それでその子供さん

にしがらみをつくらないと私は見て取ってい

るのですね。だから、今後ここにとどまるか

どうかというのは、その方たちの家族の問題

だと私は見ているところなのですけれども、

本来ならば本当はそこで子を育て孫ができて

というのが理想的なのですけれども、今後の

足寄町が嫌にならないような手助けをして

いっていただきたいなと思うところなのです

よね。 

 それで、先ほど交換分合はやってないとい

うお話だったのですけれども、現在営農して

いる農業者においては、長年の間に近隣の離

農跡地を引き受けられました。耕作面積は増

えていますが、飛び地や離れた畑を耕作する

のに移動して、時間との闘いをしておられま

す。さらに作業能率を高めるために大型のト

ラクターや作業機を導入しています。トラク

ターで１,０００万円以上とお聞きしておりま

すけれども、そして走り回るのに燃料費、修

理費、タイヤの消耗費がかかり、このような

ことが生乳や農産物の生産原価を引き上げ、

一生懸命働いても結果は赤字となってしまい

ます。そこで、飛び地や離れた農地を解消し

て、営農をする草地や畑を地続きにして、作

業的にも経費的にも効果を発揮させることが

できる農地の交換分合事業を実施することが

農家生き残りの切り札になると思います。 

 昨日もある農家の方から電話いただきまし

て、こういう質問するんだねということで、

応援のエールを頂いたところなのですけれど

も、交換分合を希望しているところはたくさ

んあるよと。だからもう少し農家の人の話を

たくさん聞いてあげてほしいというのがあり

ました。 

 そして、今現在、農業委員会にもお聞きし

ましたけれども、北海道とか十勝でもやって

いないというお話でしたけれども、農業新聞

でも、ある十勝の中のまちですけれども、１
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０年に１回は交換分合の実施をしていると。

私はその新聞を見た方からアドバイスを頂き

ました。そういうこともあるものですから、

今回このような質問をさせていただいたので

すけれども、やはりそのことについてもう一

度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 山田農業委員会事務

局長、答弁。 

○農業委員会事務局長（山田弘幸君） 今の

御質問にお答えいたします。 

 交換分合事業は確かに農業委員会等に関す

る法律の中で、第５条でしたか、所掌事務に

確かになっているのですけれども、それは事

務を処理するという話であって、農業委員会

は行政委員会なので、最終的な決定機関は町

が持っていると。町のほうで予算を取りまし

たと。そして、人的配置もしましたと。どこ

の地区で、ここで交換分合をやってもらいた

いのだということが農業委員会のほうにあり

ましたら、うちのほうがその事務を所掌する

というふうな立てつけになっておりますの

で、最終的にやるかやらないか、それは町の

ほうで決定するべきことなのかなと、そうい

うふうに農業委員会としては判断しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） 農業委員会の今の答

弁は分かりましたけれども、ここなのですよ

ね。連携が取れてないということがちょっと

かいま見えたというか、私が交換分合という

言葉をしただけですごいアレルギー反応を起

こされたのですね。それで私はびっくりしま

した。このことを聞いて、新しい人が何も知

らない、農業のことを取り組みたいと思って

意欲を持ってきた方が少しこういうことを聞

いたことで、すごく、今北海道はやってませ

んよ、それは昔の話でしょうとかということ

になれば、どんな感じを受けられるかなと。

私は新しく農業者として入られた方がそうい

う答えを聞いたときに、どういうふうな感じ

をお持ちになるかなと私はすごく心配になり

ました。でも、今は本当に生き生きと頑張っ

て、苦しいけれども頑張っているというとこ

ろを見てますので、今度横の連携、縦の連携

もしっかりとしていただかないと、今後未来

を、人口減少を食い止めるにはこの農業施策

が私は重点課題だと思っておりますので、こ

ういう質問をさせていただいたわけですよ

ね。それで、町長から御答弁があればお願い

いたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 𠮷村農業委員会会

長、答弁。 

○農業委員会会長（𠮷村 進君） 今の榊原

さんの質問でございますけれども、私たちは

窓口を閉鎖しているわけではないので、一応

基本的に農業委員会というのは土地を売れだ

とか買えだとか、交換分合すれと言える立場

ではないので、事務方のほうに徹底している

という形なので、あとは相談は何ぼでも受け

ます。別にうちはアレルギーは何もないの

で。もしかしてどこどこと交換分合したいと

なったらそれは受けています。それはやっぱ

り行政でもあるしＪＡの関係者でもあるし、

それは駄目ということはできないので、それ

は承りますよ。けれどもいまだかつて、私が

農業委員会もやって６年、会長やってもう３

年になるのですけれども、そういう話はいま

だかつて１件も出てきてないと。だから別に

閉鎖しているわけではないので、そういう意

見があったら何ぼでも御相談承りたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今農業委員会の会長

からも話ありましたけれども、基本的に同じ

ような話になってしまうかもしれませんが、

やっぱり基本的に農地の交換分合というのは

農家の方たちが、自分のここの農地と隣の人

のここの農地と交換してくれたらもっと効率

よく仕事ができるので、そういうことができ

ないかなだとか、そういったような、それぞ

れの人たちの考え方の中で要望が出てくるも

のというように考えています。町からここと

ここを交換したほうがいいよねだとか、そう
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いうような話だとかはきっと今までもしてな

いと思いますけれども、これからもないとい

うように思っています。これは交換分合です

から、基本的には工事だとかそんなこと全く

やらないで、今ある畑の中で、ここの農地、

隣の家のほうに近いよね、隣の人の家の農地

がうちの近くにあるよね、こことここを交換

したらもっと効率よく仕事ができますよね、

そういうようなことがあればやっていくとい

うことになるのかなと思っています。 

 そういう土地ももしかしたらあるかもしれ

ませんが、基本的に交換分合というのが昭和

の本当に２０年代、３０年代、そういったと

きに多く行われていたというのを、僕も詳し

くは分からないですけれども、インターネッ

トだとか見て調べたところによるとあるので

すね。というのは、やはりその当時いろいろ

な畑が入り組んでいたというような状況の中

で、昭和のそういう時代に、早い時代には近

くの土地をそれぞれ入れ替えたりしながら、

なるべく自分の土地を集約しながら仕事の効

率化を図ってきたのではないのかなと思って

います。 

 一定程度、最近そういう事業がないという

ことは、そういう要望がないということは、

一定程度そういうことが終わってきていると

いうことなのかなと思います。１０年に１回

やっているというまちがあるとすれば、それ

は例えば人がどんどん入れ替わったりだと

か、それから隣の家が離農して、本来からい

くと近隣の人がその農地を買ってだとかとい

うことになるけれども、たまたま違うところ

に農地を持っているだとか、そういうような

ことがあって、交換分合というのが必要に

なってくる、そういう地域があって１０年に

一遍とかということでやられるまちもあるの

かなというように、きちんとした事情はよく

分かりませんけれども、想像するところによ

るとそういうことなのかなと思っています。

したがって、基本的にやはり農家の方たち

が、これを工事も含めないで交換したりする

ことができたらいい、近隣でですね。当然交

換分合ですから、自分の家の農地と隣の家の

農地と取り替えるのですから、近隣の農家の

方たちの中でそういうことが考えられる、こ

うしたほうがいいよねということが話ができ

たらそういうことができるのかなと思いま

す。 

 それと、先ほども理由の中の一つにありま

したけれども、誰もが納得できる農地価格の

設定というのは、これはなかなか難しい話で

とりわけ近隣であればあるほど、あそこの畑

の状況、うちのここにある畑の状況だとかと

いうのはよく見えるという、そういうことも

あって、それを例えば形も違うし面積も違

う、そういうものを交換しましょうといった

ときに、やっぱりそこは最終的にはお金で精

算するのだろうなと思うのですけれども、そ

の精算をどうするのかだとかというのはやっ

ぱり非常に難しい判断だろうなと思っていま

す。そういうようなこともあって、なかなか

今の時期、今の時代にそういう話がないのか

なというように思っているところでありま

す。 

 決して、交換分合やらないだとか何とかと

いうことではなくて、実際そういう制度があ

るわけですから、それは農家の人たちの希望

があれば、そういうことも考えられるのかな

と思います。先ほど𠮷村会長言いましたけれ

ども、交換分合で、えっとかそういうような

ことではないですので、そこは御理解いただ

ければなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） そうですね。今離農

される方が多くなって、新規就農者というこ

とで活発で、足寄町は放牧酪農推進のまち宣

言してますので、私が議員になった年から２

１年前なのですけれども、取り組んでいただ

いているということで、前安久津町長が職員

の方を、強力な職員のメンバーと一緒にこう

いうふうに進めていって、本当に大変な状況

の中の農家の方も放牧酪農をすることで救わ

れたという方がたくさんいらっしゃるのです
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ね。だからそれはやはり町であり役場であり

農業委員会でありが手助けしていただいたお

かげかなと私は思っているところなのですけ

れどもね。 

 声がなかったら動けないとかそういうので

はなくて、どうですか、困ったことはないで

すかというふうに、農業委員会さん、あるい

は役場のほうからでも声かけしていただい

て、実際に声が私らにでも聞こえてくるので

すから、やはりそういうふうに親身になって

声かけしていただいて、それを売れとか買え

とか、そういうふうなことを言っているわけ

ではないですね。意図を酌んでいただければ

ありがたいのですけれども、やはり足寄町で

住むからには過ごしやすい、仕事がやりやす

いような環境をつくっていただきたいという

質問の趣旨ですけれども、そこのところはど

うでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、答

弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをいた

します。 

 足寄町には就農相談員が１名配置されてお

ります。就農相談員が毎月、１２か月毎月で

すね、月に一度、５年以内の新規就農農家さ

んのほうに必ずお邪魔をさせていただいて、

今の状況をお聞きしたり、あるいは最近の農

家情勢、あるいは生産価格等の情報なども提

供をさせていただいております。非常に農政

事務所の方もおっしゃってましたが、そこま

でやっている町村ないので今後も続けてくだ

さいというお話がありました。非常に頑張っ

てくれておりますので、今後もそのような形

で続けさせていだたきたいというふうに考え

ております。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） ただいまの佐々木課

長のお言葉力強く受け止めました。それが一

番大切なことではないかなと私は思っており

ます。 

 今後、人口減少対策として足寄町では農業

施策については、当町の実績を踏まえて、今

後の在り方について様々な観点から質問させ

ていただきました。 

 農業資材などが高騰して、農業経営収支の

悪化が課題となっております。このような中

にも、足寄の環境を生かして経営収支で余剰

を出している農家がいることは大きな救いに

なることであり、見習わなければならないこ

とと思います。 

 農業経済存続の岐路にある現在において、

日本酪農のＳＤＧｓの模範的な事例を実践し

ていく上においても、行政執行方針に示され

ているとおり、多額の予算を投じて様々な施

策を行っている役場の経済課と農業委員会は

極めて重要な立場にあることを認識していた

だかなければなりません。農協やびびっどや

農業者などと連携を保ち、それぞれの知恵を

出し合って、この難局を乗り切るためにも、

町長には強いリーダーシップを発揮していた

だくことをお願いいたしまして、最後に町長

のお言葉を頂き私の一般質問を終わらせてい

ただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） いつも言っておりま

すけれども、足寄町の基幹産業は農業ですよ

ということであります。やっぱり農業が元気

でなければ足寄町は成り立たないというよう

に思っています。そういったことも含めて、

やはり先ほど川上議員の質問の中でもありま

したけれども、それぞれいろいろな分野に足

寄町としても力を入れていかなければならな

いという部分、それはその中でやっぱり力を

入れていけばそこではそれなりの成果が現れ

てくるというか、そういうことになるのだろ

うと思っています。 

 足寄町は今までの安久津町長の時代もそう

でしたけれども、人口減少対策も含めて、や

はりきちんと成り立つ農業をやることによっ

て新規就農者が入ってくる、それによってま

た人も増える。それから、農地もきちんと

使っていけるというような、そういうサイク

ルでなっていくのかなと思っていますし、そ

ういうことで考えていきますと、まずはやっ
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ぱり農業というのはきちんとこれからも町と

しても農協と、先ほど言われた四者ですか

ね、四者で連携を図りながら進めていくこと

になるのかなと思っています。今後も、今ま

でも決して連携がなかったということではな

いですけれども、引き続き連携しながら足寄

町の農業を少しでも発展できるような、そう

いった取組を進めていきたいなと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、３番榊原

深雪君の一般質問を終わります。 

 次に、１２番二川 靖君。 

（１２番二川 靖君 登壇） 

○１２番（二川 靖君） 議長のお許しを得

ましたので、一般質問通告書に基づいて一般

質問をしたいと思います。 

 質問事項、防災力の向上・強化に向けて。 

 本年１月１日能登半島地震が発生し、多数

の死傷者が出ました。お亡くなりになられた

皆様にお悔やみ申し上げますとともに、被災

された皆様に一日も早い復興・復旧を心から

祈っております。 

 本町においては、本年２月に足寄町防災ガ

イドマップ（改訂版）が町内住民に配布され

ました。 

 内容的には問題はないと思いますが、ハ

ザードマップの市街地区について災害別に指

定避難所、指定緊急避難場所がその自治会に

よって違うことで、町民全体が理解できない

ところがあり、今後、町や各自治会での努力

も必要になってくるものだと思います。 

 災害については、町民の皆さんも不安を抱

いていることから、これまでの災害を踏ま

え、以下の点についてお伺いします。 

 １、２月１日に管内市町村の非常食・非常

電源備蓄状況、２月２日には災害時の暖房用

資機材・就寝用資機材の備蓄状況が新聞報道

でありました。足寄町は「その他・特記事

項」が空欄になっており、町民の皆さんが不

安に思っています。その他の備蓄品は多数あ

ると思いますが、その内容をお示し願いたい

と思います。 

 二つ目として、町長の行政執行方針の中

で、避難所対策としてポータブルストーブの

購入と夏季におけるクーラーの借上げが出さ

れましたが、台数と配置先をお伺いします。 

 ３、水道管の老朽化解消に向け計画的に進

められていると思いますが、耐震管、耐震適

合管の埋設状況はどのようになっているの

か。 

 ４、家屋等の耐震調査について、公共施設

はされていると思います。また、耐震化され

た一般住宅を除き、空き家を含む老朽化した

家屋についての耐震診断は必要と考えます。

これまで、老朽化した空き家等に耐震診断を

行ったことがあるのか、足寄町全体の住宅の

耐震化率はどのくらいになっているのかお伺

いいたします。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 二川議員の「防災力

の向上・強化に向けて」の一般質問にお答え

いたします。 

 まず、１点目の足寄町の災害備蓄品の状況

についてですが、本町では平成２８年度の大

雨災害の避難者数を基に、４００人に対して

３日分の食糧及び飲料水を提供するための備

蓄を行うとともに、避難所で使用する寝具や

発電機などを備蓄しております。 

 新聞報道された備蓄食糧は乾パン８０４

食、アルファ米１,９００食、飲料水１,６３

８リットルとなっておりましたが、それ以外

にフリーズドライみそ汁・スープを３,４１５

食、焼き鳥缶詰を１,８００食備蓄しておりま

す。なお、乾パン欄に記載されていた８０４

食については、５年保存可能なソフトパンの

数で、令和５年度にも新たに購入しているこ

とから現在は１,１０４食となっております。 

 また、新聞報道された非常電源、暖房・就

寝用資機材は、発電機３８台、ペレットス

トーブ３台、段ボールベッド５７台、毛布６

５０枚となっておりましたが、それ以外に備

蓄している主な資機材といたしまして、ガソ
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リン携行缶・電源コードリール・投光器３８

セット、アルミマット４００枚、屋内テント

２００張、寝袋２００袋、簡易折り畳みベッ

ド５０台となっております。そのほか公用車

として、令和５年度においてコンセントつき

プラグインハイブリッド車を購入いたしまし

た。 

 次に、２点目の避難所対策として令和６年

度に予定しているポータブルストーブ購入と

スポットクーラーの借上げについてお答えい

たします。 

 令和６年度当初予算では、電池式石油ス

トーブの購入を２０台、大型スポットクー

ラーの借上げを２台と計画して、必要な予算

を計上させていただいております。購入する

ストーブの配置先につきましては、発生した

災害の状況によって、開設する避難所は異な

ることから、防災倉庫で一括保管し、必要に

応じて各小学校の体育館や中学校体育館、総

合体育館などへ運搬し使用する計画としてお

ります。スポットクーラーにつきましては、

避難所を開設した場合に、必要に応じ借上げ

し、配置をしたいと考えております。 

 ３点目の「耐震管、耐震適合管の埋設状

況」につきましては、導水管、送水管など、

基幹管路と呼ばれる水道管延長は約８.５キロ

メートルとなっています。そのうち、ダクタ

イル鋳鉄管及びポリエチレン管などの部材を

使用した耐震管延長は約２.６キロメートル

で、基幹的な水道管のうち、耐震性のある管

路の割合は約３１％となっています。 

 ４点目の「老朽化した空き家等に耐震診断

を行ったことがあるか。足寄町全体の住宅の

耐震化率はどのぐらいなのか」につきまして

は、これまでに老朽化した空き家等に対して

町が主体となって耐震診断を行ったことはあ

りません。また、町内住宅の耐震化率は、平

成２０年３月に足寄町耐震改修促進計画を策

定した時点で６８.４％となっています。 

 最大震度７を記録した能登半島地震ではい

まだに断水が続いているほか、多くの人々が

家屋の下敷きになり命を落とすなど、水道管

や住宅の耐震化が進んでいなかったことも影

響して大きな被害を招きました。本町におき

ましても、耐震化の課題は十分認識しており

ますが、財政的な問題も大きいことから、よ

り効果的な取組や施策について検討してまい

りますので、御理解を賜りますようお願い申

し上げ、二川議員の一般質問に対する答弁と

させていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。 

 １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） ありがとうござい

ます。 

 というのは、ちょっと新聞を見て、本当は

こういう一般質問の場ではなくて、町民に知

らせてほしいということを伝えればいいだけ

のことなのかなというふうにちょっと考えた

のですけれども、いかんせん能登半島地震の

中で相当水道管だとかいろいろな亡くなられ

た方、住宅の復旧が進んでいないということ

もありますし、特に水だとかトイレだとかい

ろいろ苦労しているということをお聞きし

て、やっぱりこれはちょっと一般質問の中で

と思っていたときに、実は新聞報道でいろい

ろ出ました。多分これアンケートの仕方が

ちょっと悪かったおかげで、足寄町足りない

部分がたくさん出てきたのかなというふうに

は今思っています。 

 今聞いたところによると、この新聞に載っ

た以上にいろいろ防災対策として備えられて

いるというのが分かったので、多分今日の議

会を聞いている町民の方も、そしてこれから

報告含めてすれば、足寄町もこういった災害

対策に対してきちんと対処していただいてい

るのだなということは分かっていただけるの

かなというふうに思っています。 

 それで、ひとつ心配なのが、町長のほうか

ら４００人と３日ということが言われました

けれども、実は足寄町の防災マップ、先ほど

も言わせていただきましたけれども、２月に

出ています。大体足寄町の中で震度６弱から

震度６強という想定の中でハザードマップ

等々もつくられているということになってま
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して、本当に震度７になったときに、本当に

４００人規模のところで済んでいくのかなと

いうことが考えられるということがあります

ので、多分これ防災計画もずっといろいろ組

み直しながら、その時々で変わっていくのか

なというふうに思っておりますけれども、い

ずれにしても４００だとか３日分だとかとい

う部分は確かにあるのかもしれませんけれど

も、最大震度７、東北の震災、あれたしか９

でしたよね、最大震度というのが。（「マグ

ニチュード」と呼ぶ者あり） 

 ごめんなさい、マグニチュード９というこ

とで。最大震度が多分７以上あったのだとい

うふうに思っているのです。そういったこと

で考えれば、いつどこでこのような地震が起

きてもおかしくないということも先ほど言い

ましたけれども、果たして４００人の３日分

というのはいいのか悪いのかということも

やっぱり検討する価値もあるのかなというふ

うに思いますけれども、そこら辺について

ちょっとお伺いしたいなと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） 平成２８年のと

きの避難された方の人数を基に今つくってお

りますけれども、公助として大体できるのが

３日分ぐらいで、その後はまたいろいろな支

援が入るのかなというような話もあります。

また、４００人の分というふうになっており

ますけれども、町では給食センターでの炊き

出し等もできますし、また協定を結んでいる

ところもありますので、そういうところから

の支援といいますか、購入とかそういうこと

もできるのかなというふうに思っておりま

す。 

 また、公的なものだけではなく、やっぱり

御自分たちでも今はこの災害とか防災とかと

いうことが結構皆さんの中でも話題になるか

なと思うのですけれども、まずはやっぱり御

自分たちでできることにも取り組んでいただ

き、自助という部分も期待をしまして、なか

なか町としてもどれだけの人数を備蓄してお

けば足りるのかというのは、それはまた非常

に全員にというわけにもまた行かないのかな

と思いますので、ある程度限られた備蓄にな

るかなと思いますが、まずは皆様の自助とか

共助とか、そういうこともしていただくとい

うことも考えまして、この人数で今のところ

備蓄をさせていただいております。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 分かっていて聞き

ました。それで、分かっているというのは、

自助だとか共助だとか公助、この間いろいろ

と公助の話聞きましたら、やっぱり公助は１

％というくらい、未満とかという話をちょっ

と聞いてますので、やっぱり今言われたよう

に４００では足りるのか足りないのかという

議論よりも、今総務課長おっしゃったように

ここに書いてある、どれだけ町民の皆さんが

用意するものがあるか、チェック項目もある

のですね。ただ心配なのは、ただこれを町民

の皆様のお手元に届けましたよと言ってみて

も、そこら辺がどうなっているのかというの

が一番心配なのですね。先ほど言ったよう

に、４００の３日分、では個々人でどれだけ

備蓄できるのか。隣の人もどうやって助けら

れるのか。本当に公助は４００の３だから１

％未満だよといったら、では住民としてどう

やって努力するのかということをきちんと大

きい声を出していかないと、なかなかそう

いったものについては頼りきりになってしま

うという、今能登半島もそうなのですけれど

も、人頼りになってしまうということもあり

ますので、そういったことで、しっかりここ

ら辺にいざというときに備えて、足寄町防災

ガイドマップと。ここに書いてあるのは、一

家に１冊ではなくて、住民１人１冊と書いて

ありましたね、どこかにね。それが今回どう

なのかなと。これ多分家庭に１冊しか回って

きてないので、そこら辺そういう書き方して

あるので、ちょっと聞かせてほしいなと思い

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 
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○総務課長（保多紀江君） 防災ガイドマッ

プの関係ですけれども、御家庭にやっぱり１

冊という形で、御家庭の中で誰もが分かるよ

うな例えば玄関ですとか、そういうところで

皆さんが共有できるような形で、どこにある

か確認をできるようなところに置いていただ

きたいなというふうに思っております。 

 また、各自の方が持つというよりは、これ

を基に家庭の中でいろいろお話をしていただ

き、必要なことを家庭の中でまず検討して、

対応していただきたいなというふうに思って

おります。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） それはそれで全然

いいのです、全く。ただちょっと中身読んだ

らそういう書き方したところが何かであった

のです。家族に１冊という書き方が、家族に

１冊と。それで、誤解されたら困るかなと

思って、家庭に１冊しか行ってないので、家

族に１冊といったら、そうしたら５人いるの

だから５冊来るのかといったような勘違いし

てもらったら困るから今言わせてもらっただ

けで。これは本当に今家族がみんな相談をし

ながら目の届くところに置いておくというの

がベストなのかなというふうに思っています

ので、そういったことで、さらに今総務課の

ほうでも一生懸命やっていただいているの

で。この間も自治会連合会の町民の集いでも

足寄町の総務課から講師を派遣してもらった

り、あと消防からも派遣していただいて、い

ろいろお話を伺っているということで、多分

今防災意識が高まっているときだからこそ、

もっともっとＰＲをしながらやっていってい

ただきたいというのもありますし、自主防災

組織も自治会に対して今総務課のほうからお

願いしているところなのですけれども、もう

一回、正確な数字自分も忘れてしまったの

で、自主防災組織というのは何自治会ぐらい

できてますかね。さらっとでいいです。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） 少し古いですけ

れども、昨年の数字でお答えしたいと思いま

す。 

 昨年８９自治会のうち、規約を作成してい

るのが２０、それと防災の要員、対応される

方を指定しているのが５６自治会ということ

で、全部で８９のうち７６の自治会で対応い

ただいているというふうに伺っております。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 多分今の数字で変

わってないのかなというふうに思っています

ので、ちょっと増えていたらあれだなと思っ

て聞いたのですけれども、そういったこと

で、意識づけも含めてやっていっていただき

たいというふうに思ってますので、そこら辺

再度町民に対しての防災意識を高揚させると

いうことで、よろしくお願いしたいなという

ふうに思っています。 

 それで、これプラグインハイブリッド車を

購入したということになってますけれども、

どこ付の車なのですかね。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（保多紀江君） こちらの車は建

設課で所管しております。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 分かりました。多

分これ予算づけになって車を買っているのだ

ろうというふうに思っているのですけれど

も、たまたまハイブリッド、こういった車を

買っていたのかなというのはちょっと今気づ

いて、この間見たら車庫に入っていて、いよ

いよこういった車も買ったのかなということ

で、聞いたわけなのですけれども。そういっ

た車も今後以降、多分買っていかざるを得な

いのかなと。他町村も増えてますので、そう

いったことで、今後以降増やしていくという

ことはないでしょうかね、これ。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） 防災対策という

のもございますけれども、今はゼロカーボン

に向けて二酸化炭素の削減に取り組んでいく

ということもございまして、今後は電気自動
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車なのか、それとも今のようなプラグインハ

イブリッド車なのか分かりませんけれども、

そのときの使い勝手のよいような車をいろい

ろ選んで選定しながら、今後の公用車の更新

のときにはそのような車を購入していくこと

になるかなというふうに考えております。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 分かりました。今

総務課長が言ったように、二酸化炭素の問題

だとかいろいろあるから、こういった車にも

替えていかざるを得ないという状況もありま

すし、そういったことで、今後多分これ高い

のだというふうに思いますけれども、そう

いったことでいろいろなものに役に立てば、

高くてもやっぱり更新時には購入していくと

いうことで考えていっていただきたいなとい

うふうに思っています。 

 それと、２点目ですけれども、今回の当初

予算で電池式の石油ストーブの購入２０台と

スポットクーラーの借上げを２台ということ

になっておりまして、電池式石油ストーブと

いうものはどのような大きさでしょうかね。

ちょっと聞きたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） ただいま予算と

して想定しておりますのが、大体５０センチ

ぐらいの高さのものかなと思います。ポータ

ブルなので、持ちやすいということもありま

して、そのようなものを今のところ予定して

おります。 

 そして、暖房の目安としましては、コンク

リート製の建物で２３畳ぐらいまでというよ

うなものを、今のところ選定しておりますけ

れども、購入に向けてまだこれからいろいろ

機種を選定していきたいなというふうには考

えております。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） ５０センチとはこ

んなものですか。そうしたら一般的に昔あっ

たような丸形の火力の強いストーブというこ

とで認識してよろしいですね。分かりまし

た。結構、２３畳と今聞いてびっくりしたの

ですけれども、やっぱり昔の丸形の電気使わ

ない灯油ストーブというのがありまして、そ

こら辺も含めてあれば、大きいところで避難

所が設置されても、大きい場所であればかな

り熱効率が高いということで、そういうス

トーブを購入したということではいいのかな

というふうに思ってますし、まず防災倉庫に

一括して保管するということで、これは今言

われたようにポータブルである程度、灯油と

別に離して持って歩けば持って歩く程度とい

うことで、災害ですから、やっぱり車が行け

ないだとか、ちょっとそういったことも考え

られるので、そういったことでよろしくお願

いしたいなというふうに思っています。 

 スポットクーラーというのは分からないで

すけれども、教えていただきたいと思いま

す。よろしいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） こちらにつきま

しては、単相１００ボルトで使えるクーラー

になっておりまして、大きさとしましては大

体高さが１メートルぐらいで横が８０センチ

ぐらいというような四角いものになっており

ます。馬力数でいくと１.５馬力と書いてある

のですが、ちょっとどれぐらいのものか想像

できませんが以上となっております。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 今三相というお話

だったのですけれども……、単相ですか。三

相と聞こえてごめんなさい。三相だったら大

変だなと思って使われるところが限られてく

るので、単相ですね。分かりました。聞き間

違いです。 

 そういったことで、これは２台計画してい

るということで、リースか何かになるのかな

というふうに思いますけれども、こういった

ことも含めて、点検をしながら使用できるよ

うな状態というのは常時保っていただきたい

というふうに思ってますので、この点につい

てもよろしくお願いしたいなと思います。 



― 41 ― 

 ３点目の耐震管と耐震適合管ということ

で、これよくよく読んだら耐震管と耐震適合

管というのはなかなか言葉が難しくて、国の

基準があって、耐震管と耐震適合管などとい

う言葉が出てきているみたいなのですけれど

も、足寄町この間先ほども言ってましたよう

に、水道管については年次計画踏まえてずっ

とやってきているのかなというふうに思って

いまして、耐震管延長は２.６キロということ

で、８.５キロのうち２.６キロということ

で、約３１％ということになってまして、ほ

かのところよりはちょっと延びているのかな

というふうに思うのですけれども、これはあ

と何年後に全部大体１００％に行くのか、こ

れ計画が分かりませんので、計画でずっと組

んでいると思うので、大体何年後ぐらいにな

るのでしょうかね、これ。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。 

 現時点で何年後に耐震管全て布設替えを行

うという明確なお答えはできません。それ

で、第７次総合計画におきましても、少しず

つですが道路工事に伴って移設する場合だと

か、あるいは要するに老朽管を布設替えする

という工事の工事費を見ておりますけれど

も、ただそれが全て耐震管に、少しずつの延

長でございますので、明確に、現時点で１０

０％の耐震管が布設されますよというのは

ちょっと明確にお答えできません。申し訳ご

ざいません。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 何を言いたいかと

いうのは何となく分かるのですけれども、こ

れ第７次の計画の中で多分幾ばくかの何メー

トル、何十メートル、何百メートル、何キロ

というのは計画的に年次ごとにやっていきま

すと組んでいくという中で、なぜ答えられな

いかというのは、多分老朽管があって爆発す

る管がそのうち出てくるのですね。そういっ

たときにそういった予算の中でできないであ

ろうから、計画は組んでもそこのところを直

していったらまた計画が狂ってくるというこ

とでよろしいでしょうかね。例えば二川とい

うところの計画が第７次であって、次が誰々

の計画で何メートルあるということなので

しょうけれども、多分突発的にどこかの管が

ずっといかれてしまったと。では振り替えて

やりますよということで考えれば、その管に

対するお金だとか何とかということもあるの

だろうというふうに思うのですけれども、応

急的にやったとしても耐久性がないので、そ

こを替えていくというところで考えれば、

メーター数も全部変わってくるというふうに

考えたら、そういうことで年次ごとという

か、第７次で１キロ組んでも、そういうとこ

ろで少なくなっていく可能性もあるというこ

とでいいのかな。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） 今二川議員が

おっしゃったことも一理あることだとは思い

ますけれども、そもそも足寄町建設課ですけ

れども、耐震性能を備えていない管につきま

して、それを全て耐震管に置き換えていくと

いう計画はそもそも正直言ってございませ

ん。それで、今回の耐震管率につきましては

３１％ということで町長お答えいたしました

けれども、またあくまでも基幹路線、重要な

管の率でございまして、現在の厚生労働省が

求めている数値がそのようになっております

が、非常に各御家庭に水を配る支管と申しま

すけれども、支える管、それを含めますと、

足寄町のそれを含めた基幹管路以外の全ての

水道管延長というのはとても１００キロを超

える延長がございますので、それを含めまし

て当然全て、基幹管路自体は１００％に持っ

ていくことも多分延長が短いのでできるかと

思いますが、現時点でそれを全て３１％、残

り６９％を耐震管に全て置き換えるという計

画は今現時点ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 
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○１２番（二川 靖君） 分かりましたとは

言いづらいのですけれども、すごく。何を言

いたいかといったら、今いわゆる本管という

のですかが大体８.５キロ、そして支管含めた

ら１００キロ以上になってしまう。それはも

う多分そういうことになるだろうなと思って

いるのですけれども、今回相当水に関する部

分が問題になってましたので、それでやっぱ

り支管とは、ちょっと一つだけ聞いていいで

すか。足寄町の中で水道管、１００％押さえ

られているか、押さえられていないか、

ちょっと聞かせてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。 

 一応私も担当者に全て支管なり本管なり全

て把握しているのかということを聞いたこと

があるのですが、建設課長に来てからです

ね。ただ基本的には押さえているという判断

でございます。お答えをいただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） それを聞いたの

は、何年か前に、これは余談かもしれません

けれども、土地の売買をしたときにその支管

が土地の下に入って基礎が打てないというお

宅があったということがありまして、そうい

うことがあるのだなということがあったの

で、１００％本当に押さえているのかなとい

うことで聞いただけのことであって、たまた

まそれが例外にたまたま出てきただけなのか

なというふうに思っておりますけれども、水

道管全部支管含めて押さえているということ

でいえば、それはそれで１００％だというふ

うに信用したいのですけれども、いかんせん

やっぱり水道というか上水道が命ということ

になりますので、支管含めて、多分駄目に

なったときにはそこもそういう耐久性のある

管に替えていただきたいというふうに思って

おりますので、これ相当水道会計に負担がか

かるというふうに思ってますけれども、そこ

ら辺含めてそういったことも今後以降対応し

ていただきたいということでお願いしたいの

ですけれども、どうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。 

 今二川議員おっしゃいましたように、上水

道事業会計につきましては、公営企業会計で

ございますので、当然町民から頂く水道料金

をもとに事業をやっていくことになります。

それで、工事をやるに当たっては当然浄水場

なりの改築だとか、水道管の布設替えにおき

ましても当然大きな費用がかかりますので、

一般会計からお金をもらえればできるのです

けれども、そういう基準外の工事はできませ

んので、それも考慮しつつ今後も事業をして

まいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 一般会計から入れ

るという話には絶対ならないです、これは。

水道会計といったのはそういうことで、水道

会計の中で、本当に今の水道料金安いのか高

いのかというのは人それぞれの感覚がありま

して分からないのかなというふうに思ってま

すけれども、水道は一月の基本料、２か月で

まとめて払うという中で、上下水道含めてい

ろいろあるのかなと思ってますけれども、本

当に例えば１円でも２円でも上げれば町民の

命と暮らしを守れるのだよということをきち

んと町として打ち出したとすれば、例えば月

に５円や１０円、１００円上がってもやっぱ

り命を守るために、これから変えていきます

よということもあるのかなというふうに思い

ますけれども、そこら辺、私はそう思うだけ

であって、町としてどう考えるのかお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 中身は御理解いただ

いているというように思っております。 
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 企業会計ですので、基本的には水道、水を

売って、その収益で施設も改修していくとい

うことになりますので、そういうことを考え

ていきますと、全てを直していく、全てを耐

震管だとかそういったものに替えていくとな

ると、物すごい工事費がかかって、水道料が

莫大に値上がりをするという結果になるとい

うことになります。水道料もしばらく上げて

ないですけれども、消費税等どんどん上がっ

てきて、それもずっと据え置いてきて、たし

かもう１０年まではなってないかなと思うの

ですけれども、そのときに２０％ぐらい値上

げさせていただいたと記憶しています。 

 今もなるべく水道料を上げないでというこ

とで抑えながらやってきてますけれども、こ

れも今これから浄水場だとか、そういったも

のの改修だとか、そういった大きな事業もま

た控えているということで、一定程度の値上

げをさせていただいて、そのための、その事

業をやるための資金ということで、少しずつ

蓄えながらという形で、一度何年か前に２０

％ぐらい値上げをさせていただいたというこ

とになっています。 

 そういうことで、いろいろな事業をやるた

びにやっぱり大きなお金がかかるとすれば、

それは水道料金に跳ね返ってくるということ

になります。そして、だんだん人口も減って

くると、要するに今まで水を売っていたとい

う、そっちのお金のほうも、収入も減ってく

るということになるので、そうするとさらに

また値上げをしなければならないだとかとい

う時期がまた来る可能性はあるのかなと思っ

ています。なるべくそういうことにならない

ように、もちろん地震があって壊れて、みん

なが水道を使えないだとかということになっ

たら大変なことになりますから、計画的には

そういう改修もしていかなければなりません

けれども、基本的にはなるべく今あるものは

長寿命化といいますか、そういう形で少しで

も長もちさせながら使っていくという形にし

ながら、なるべく水道料金をあまり上げない

でも運営ができる、そういうことを考えなが

ら事業を進めていかなければならないのかな

と考えております。 

 多分能登は水道のもともとがかなり遠いと

ころにあって、そこから管でずっと送ってい

て、末端まではかなりの距離があるというよ

うにテレビで見ました。そうすると大地震で

いろいろなところがずたずたに管が折れてい

たりだとか外れたりだとかしているという、

そういうのでかなり復旧に時間がかかってい

るということなのだろうと思っています。足

寄の町の上水道の場合でいくと、比較的小さ

な範囲の中でということになるので、仮にあ

あいう能登みたいな大きな地震になったとき

にどうなるかというのはちょっとこれは分か

りませんけれども、そういう災害が起きたと

きにどうなるか分かりませんけれども、なる

べくそういうことにならないようにというこ

とと、経営のことも含めて考えながら、そう

いうバランス取りながらやらせていただきた

いなと考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 今の町長のお答え

で多分お金がかかることはもう十二分に承知

をしながら、水道会計の中ではちょっと厳し

いのかなというふうに思ってはいるのですけ

れども、では本当に事が起きたときにどうす

るのかなというふうなことも想定せざるを得

ないので、今回言わせていただいたというこ

とでありますし、能登もそうなのですけれど

も、東日本大震災のときも仙台の気仙沼もそ

うですから。気仙沼に本管で本島から送っ

て、水を給水していたということがあって、

あれも崩れてしまって駄目になったというこ

とで、あそこも大変な思いをしていたのかな

というふうに、自分の頭の中ではありますの

で、やっぱりそういったライフラインの中で

水道もすごい大事だというふうに思ってます

ので、できるできないというよりもそういっ

た意識づけを持ちながら、お互いにできない

できるというのはお金がかかる。できないの

であれば、町民の方にどれだけ理解をしてい
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ただいて、自分たちがどれだけ、例えば石を

入れたりして浄化する器械も何百円か何千円

か出せば、濁った水も浄化して飲めるように

なるだとかという、そういったものもあるの

で、そういったものも本当に必要なのではな

いのかなと自分も思っていますし、そういっ

たものもあるよということも含めて、お知ら

せしていってもいいのかなというふうに思っ

てますので、それはそれでいろいろな場を通

じて、自分たちが発信していくということも

必要なのかなというふうに思っていますの

で、この水道管については、分かったとは言

えませんけれども分かりましたというほかな

いなと、本当に思っていますので、よろしく

お願いしたいなと思っています。 

 最後になりますけれども、耐震化の問題で

すね。なぜ耐震化の問題出したかというと、

足寄町内の住宅を見れば比較的新しい住宅が

多いので、なかなかそんな倒れるような住宅

はないのかなというふうに思っているのです

けれども、ただ、大きな問題は空き家のとこ

ろがやっぱりなかなか壊されていかない。こ

の間町としても空き家対策で補助金等々立て

ながらやってきているのですけれども、なか

なかひどく老朽化した空き家もありますの

で、多分もう取壊しができるような状態でも

ない、もう雪で屋根が穴空いている住宅だと

か、ここら辺も見受けられますので、こう

いったことでどうにかしてくれということ

で、町のほうに要望というかお話は来ている

でしょうか。どうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） 私昨年７月から

総務課におりますけれども、直接あそこの空

き家をどうにかしてくださいというような声

は直接は聞いておりません。ただ、総合計画

のアンケートを取っておりますけれども、そ

ちらの自由記載ではやはり空き家ですとか、

その周りの雑草ですとか、そういうものにつ

いての何か対応してほしいというような御意

見はございました。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 何を言いたいかと

いうと、危険な状態の家がたくさんあるとい

うことは、倒壊をしたり多分火がつけば燃え

移ってしまうというような状況の家がある

と。これは個人の家ですから、行政が壊すと

いうわけにはいかないというのはもう十二分

に承知してますけれども、そういったことで

空き家対策も含めてやっているのであろうと

思うのですけれども、どのぐらい本当にある

のかなと、自分自身も分かってないです。目

につくところしか分からないというか、まち

の中も前いろいろ問題になって１か所は取り

壊しましたけれども、今回役場の角のところ

の、森林管理署の向かいのところの道路の角

の家も屋根は落ちていますし、どなたの家か

分かりませんけれども、屋根が落ちて、これ

本当に地震のときになったら崩れたら大変か

なと。例えば何かあって火事になったら大変

かなという思いがあるので、もう一回お願い

したいのは、自分たちも目につけば、こうい

うところがあるよというのはお知らせするの

はいいですけれども、そういったことでそう

いった家があれば調べるだとか、報告下さい

ということも必要なのかなというふうに思う

のですけれども、そこら辺どうなのでしょう

かね。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 空き家の計画をつ

くっている段階で、空き家については押さえ

てはいます。ですので、どこに空き家が、リ

アルタイムではないので、今どうなっている

という話になるとちょっと少し古い話になっ

てしまいますけれども、そういったことで空

き家の場所等については押さえています。た

だ、毎年毎年やっぱり老朽化していく部分も

ありますので、例えば強風が吹いたりだとか

して危険なような状況になってきているかど

うかというのは、なかなかそこまでリアルタ

イムに分かっているわけではないので、そう

いうことでいきますと、例えば近隣の近くの
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家で、あそこの家どうも危ないぞというよう

なことがあれば、やはり一回御連絡いただい

たほうがいいのかなとは思っています。今ま

でも例えば屋根のトタンが強風で剝がれて飛

んだりだとかして、そういったものの回収だ

とか、そういうことで、あと応急処置という

か、取りあえず飛ばないようにだけするだと

かというようなことというのは、消防だとか

企画だとか福祉だとか、そういう担当のとこ

ろで一定程度の対応だとか、本当の応急処置

ですけれども、完全なその後もしっかりと直

すだとかということはできませんが応急処置

だとかというのは、そこの時点ではしている

という状況でありますので、近隣の人たちが

本当にこれは危険だねと思われるようなとこ

ろは、やはり教えていただいておいたほうが

後の対応というか、そういうことも含めてで

きるのかなというようには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 分かりました。 

 今町長がおっしゃったように、地震で絡め

て言っていましたけれども、矢野議員のほう

でも本別町の問題もあったので、そこら辺町

民に対して自治会の中でも、本当に危険なと

ころがあったら町に報告下さいよということ

もやっぱり広報か何かでしていただいて、本

当にこれ危険だというふうになれば多分その

家の持ち主さんと協議をしながらどうにか取

壊しをしなかったら、ちょっと被害が出てき

たら大変なのかなというふうに思ってます

し、もっと言えば先ほど言ったところも道路

の延長線、道路の縁にありますので、通学だ

とかそういった道路にもなってますので、そ

ういったことも含めて押さえるのであれば、

そういった広報でも発信をしていただきたい

ということを申し上げて、大体時間が来まし

たので終わりにしたいなというふうに思って

ますけれども、最後そこら辺の考え方があれ

ば、発信をするということで私はお願いしま

したので、そういった発信をしていただきた

いということで、最後町長のほうからお願い

をして一般質問に代えたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 足寄町内にあって足

寄町が権限のある範囲についてはやはり足寄

町がやらなければならないということになり

ますので、そこについては十分対応できるよ

うな、当然先ほども言いましたけれども、一

回町で応急処置したりだとかといった部分で

はその後所有者の方探して、所有者の方にこ

ういうようなことで危険なので、やはりそこ

は何とかしてくれないと困りますよだとかと

いう話はしています。そういう取組も含め

て、やはりやらなければならないところは足

寄町の権限が及ぶ範囲においてはやらなけれ

ばならないかなというように思っています。 

 それから、防災関係全般にわたって、今今

日お話をしていただきました。今回能登の地

震もあって、町民の皆さんもやはりいろいろ

と防災についての関心というのは高くなって

きているのかなというように思います。 

 足寄町では平成２８年の大雨以降、そんな

に大きな災害というのはなくて非常にそう

いった意味では助かっている部分というか、

よかったなと思っているところでありますけ

れども、いつどこで何が起こるか分からない

という状況でありますので、今回防災マップ

なども配布しましたけれども、そういったこ

とも含めて、住民の皆さんたちに防災意識の

高揚といいますか、そしてやはり自助、共

助、公助といいますけれども、自分たちがま

ず自分たちの責務で、まず地震だとか火事だ

とか、いろいろな災害が起きたときに自分の

身を守るのはやっぱり自分ですので、まずは

自助というのが大事ですし、その後やっぱり

共助ということで近隣の人たちの助け合いだ

とか、そういったものが必要になってくる

と。大きな災害になればなるほど公助の部分

が非常に遅くなってしまうというのも実態と

してありますので、そういったことも含めて

やはり自助、共助、そういったものについ

て、まずは考えていただく。公助のほうにつ

いては町としても議会の皆さんとも相談をし
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ながら考えさせていただくようなことになる

のかなというように思っておりますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、１２番二

川 靖君の一般質問を終わります。 

 これで一般質問を終わります。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 以上で、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 次回の会議は、３月１４日午前１０時より

開会いたします。 

 大変御苦労さまでございます。 

午後 ３時２９分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


